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JSAF外洋特別委員会 

安全小委員会 

 

JSAF 外洋 特別規定2 0 0 ３ - 2 0 0 ４ 

       略称 ＪＳＡＦ－ＳＲ 
            （外洋レースを統括する） 
モノハルおよびマルチハルの外洋レーシングヨットにおける 

構造上の特徴、ヨットの装備品、乗員の装備品および訓練の基準 

Based on ＩＳＡＦ Special Regulations 200２-200３ 
 

 

                目次 
第１章 基本理念と定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第２章 規定の適用と基本条件・・・・・・・・・・・・・・・ 

第３章 構造上の要点、復元性と固定された装備品・・・・・・ 

第４章 ヨットの可動装備品と補給・・・・・・・・・・・・・ 

第５章 個人装備品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第６章 トレーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第７章 アペンディックス 

アペンディックスＢからＧはガイドラインかイラストレーションであり、 

最低基準ではない 

アペンディックスＡ ・・・・ 

パート１  ヨットマンのためのライフラフトの最低限仕様 

       （０１／０３以前に購入されたライフラフトに適用） 

パート２  ヨットマンのためのライフラフトの最低限仕様 

       （０１／０３以降に適用、別冊） 

アペンディックスＢ ・・・・ＩＳＯその他の標準へのガイド 

アペンディックスＣ ・・・・スタンダードインスペクションカード 

アペンディックスＤ ・・・・クイックストップとライフスリング 

アペンディックスＥ ・・・・低体温症状 

アペンディックスＦ ・・・・ドローグ 

アペンディックスＧ ・・・・トレーニング（別冊） 

アペンディックスＨ ・・・・外洋レース主催組織へのＩＳＡＦ規定（別冊準備中） 
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SPECIAL REGULATIONS について 
１．はじめに 

特別規定小委員会は１９６７年に、当時新たに結成された外洋規則調整委員会で、後のＯＲＣ（ffshore Ｒ

acing Ｃouncil）により設立された。外洋レースが世界一周やマルチハルの活動まで広がりを見せるように

なり、特別規定もそれに対応してレースを５つのカテゴリー分けるようになっている。トレーニングの項目は

１９９９年に取り入れられた。特別規定は２年ごとに見直され、再発行されている。翻訳と改定、特定のカテ

ゴリーや特定のボートタイプに関する特別規定の抜粋は下記のウェブサイトから入手可能である。コンピュ

ータープログラミング担当のボブ マクファーソンの協力に感謝をする。 

   ＩＳＡＦ registered office : Ａriadne Ｈouse Ｔown Ｑuay. Ｓouthampton Ｓ０１４ ２ＡＱ 

  Tel ＋44(0)2380 635111  fax ＋44(0)2380 635789  sail@isaf.co.uk www.sailing.org. 

２００２ ＩＳＡＦ＆ＯＲＣ 

  

２．安全委員会 

  JSAF外洋特別委員会安全小委員会      

           連絡住所 東京都渋谷区神南1丁目1番地1号 〒150－8050 

                岸記念体育館 

                財団法人 日本セーリング連盟 外洋特別委員会安全小委員会 

                E-Mail アドレス  anzen@jsaf.or.jp 

３．参照事項 

 ＩＳＡＦ安全委員会はＩＳＡＦ Special Regulationに関する変更、修正などの最終的な責任を持つ。 

日本のＪＳＡＦ外洋特別委員会安全小委員会はＩＳＡＦーSRの翻訳に加えて、ＩＳＡＦ 安全委員会と連絡を

取り、国内の事情に合わない面は変更を加えてJSAF特別規定として発行する。 

よって和文特別規定は正文であり、参考和訳ではない。 

原文（英文）ＩＳＡＦ－SRはOffshore Racing Councilの著作権で保護されている。但し日本語特別規定は正

式に、ORC（現ＩＳＡＦ）からその翻訳の権利とリプリントの権利を許可されている。もし、JSAFに加盟しない

団体が英文ＩＳＡＦ－SRもしくはＪＳＡＦ－ＳＲのリプリントを必要とする場合にはJSAFの許可を得なければ

ならない。 

不明な、もしくはあいまいな内容について、その解釈を必要とする場合には、要求すれば、ＩＳＡＦ委員会に

よってその都度解釈が出される事になっている。必要に応じてはその解釈はインデックスを付けられSRに

追加される、 

日本の場合には、そのような問い合わせはJSAF安全小委員会―ＪＳＡＦ国際委員会経由で集中管理とし

たい為、JSAF安全小委員会へE-Mail アドレスanzen@jasaf.or.jpへ送付戴きたい。 

 

各章の要点 
１）基本規定と定義 

この章はＳＲの基本的な考え方やポリシーなどを明文化した章である。特にオーナーの責任や各艇の責任 

等ヨットを行う上での前提をはっきりと記している。このオーナー責任と各艇の責任はマリンスポーツを行う

上で避けて通ることのできないことであるので十分に理解することが必要である。 

２）規定の適用と基本条件 

この章では外洋レースのカテゴリーの定義を具体的に示している。さらにヨット用備品の備えるべき基本 

条件を示し、固定されなければならない重量物とその固定方法、および航海灯と予備航海灯の基本条件

を示している。特に重量物の固定は各艇おろそかにしがちであるが、艇が１８０度転覆してもそのままの状 

態で動かないことが固定された状態であり、他の状態は固定とは言わないことを改めて認識していただき 

たい。 

３）構造上の要点と固定装備品 

この章ではヨットが本来備えているべき構造上の条件をそのレースカテゴリーごとに細かく規定している。 
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（ハルの自力復元性、水密の完全性等）また、ハル、デッキ上、キャビン内での装備品で固定されたもの 

についての備えるべき条件を記している。特にこの章で規定されている備品類は艇体そのもの、或いは艇 

体に完全に固定されているものばかりである。つまり艇の購入後に変更しようとしても簡単にはできない 

ことばかりである。従ってオーナーまたはオーナー代理は少なくとも艇の購入時にはこの章に記されてい 

る内容を自分で確認しておく必要があるといえる。規定されている項目は以下の通りである。 

  ・ハッチおよびコンパニオンウェイ・コックピット・シーコックまたはバルブ・水密バル 

  クヘッド・ライフライン、スタンション、パルピット・トーレール・トイレ・寝台・水タ 

  ンク及び飲料水・ハンドホールド・ビルジポンプ及びバケツ・コンパス・バウフェアリー 

  ダー・航海灯・エンジン及び燃料・無線通信設備  

４）ヨットの可動装備と補給 

この章ではヨットの可動備品の規定をしている。非常用の安全備品から普段の航海用具まで、動かして使 

用する備品が全て規定されている。規定の内容は本文をあたっていただきたいが、この章で重要なことは 

ここで記されている備品の格納場所とその使用方法を全クルーがよく理解していることである。特に非常用 

の安全備品については、それが本当に必要になる状況を考えるとその場での説明は不可能と考えておく 

べきである。従って艇の状況に合わせて定期的な使用訓練等が必要になろう。特にEPIRBの毎年１回の許

可された方法による発射テストの規定は日本のグァムレースの事故の経験が生きている。 

５）個人用備品 

この章では主に最終的に自分の命を守るもの、ライフジャケットとセーフティーハーネス等について規定 

している。今年のフォーマットの改正により個人用備品の項目ができたのは、クルーが自分の命を守る備 

品に対してもっと意識を持つようにとの意向があってのことと思われる。なおセーフティーハーネスの規 

定の後半の部分は日本のグァムレースでの事故の経験に基づいている。 

６）トレーニング 

レースに参加するスキッパー及びクルーの持たなくてはならない基本的知識についてその項目についてリ

ストされた。 

 

７）アペンデイックス 

アペンディックスには次の事項が記載されている。 

アペンディックスＡ ヨットマンのライフラフトのＯＲＣ最低基準 

アペンディックスＢ ＩＳＯおよび他の標準規格のガイド  

アペンディックスＣ ＯＲＣ標準インスペクションカード 

アペンディックスＤ クイックストップとライフスリング 

アペンディックスＥ  低体温 

アペンディックスＦ  ドローグの全て 

アペンディックスＧ  トレーニング（別冊子） 

アペンディックスＨ  外洋レースのためのＩＳＡＦ規定 
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特別規定図式ガイド 
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２００２版への注 

公式の解釈と修正はこのSRそのものよりも優先される。 

さらに見出し、番号、日付を表示されてＩＳＡＦｗｅｂ ｓｉｔｅに掲載される。各カテゴリー毎やボートタイプ毎

（モノハルとマルチハル）に抜き出したファイルもウェブサイト上で入手できる。 

Ｍｏはモノハル艇、Ｍｕはマルチハル艇を意味する 

＃＃は全てのタイプ全てのカテゴリーに適用される。 

男性に対応する表現は、男性、女性の双方を意味する。 

また適用カテゴリーはその同じ行、もしくは次のインデックスが現れるまで同じ適用範囲が使われる。 

 

第１章ー基本規定と定義 
                 基本規定                         カテゴリー 
１．０１  規定の目的と使い方 

１． ０１．１この特別規定の目的は、外洋でレースをするモノハルとマルチハルのヨットに対し、  ＃＃ 

共通の最低備品と設備基準を制定することである。プロア（非対称カタマラン）はこ 

の規定に含まれない。 

１． ０１．２この規定は、各国の法規、ヨットレース規則およびクラス協会やレーティングシステ   

ムの規定にとって代わるものではなく、むしろそれらを補強するものである。このルー 

ルでの備品の位置及び移動についての制限に対して、各オーナーは注意されたい。 

１． ０１．３外洋レースを行なうすべての組織が国際的に広く採用されているこの特別規定を  

採用することを強く推奨する。レース委員会は各レースの諸条件にもっとも適合して 

いると考えられるカテゴリーを選ぶことができる。 

１．０２  オーナーの責任 

１． ０２．１艇と乗組員の安全の確保は、オーナーまたはオーナー代理の避けられない責任で   

あり、オーナーは所有艇を最良の状態で十分な耐航性を有するように保持し、荒天 

の海にも対抗できる体力と適切なトレーニングを積んだ、経験十分なクルーを乗り組 

ませるように万全をつくさねばならない。 

      オーナーは船体、スパー、リギン、セール及びすべての備品を確実に整備し、また安 

全備品が適正に維持格納され（セクション2.03(１)参照）、それらの使用法と置き場所 

をクルーに熟知させておかなければならない  

１． ０２．２この特別規定の制定、使用、およびこの規定に基づく検査の実施によってオーナー   

およびオーナー代理の完全かつ無限の責任は何ら軽減されるものではない。 

１． ０２．３レースのスタートをするか否か、あるいは、レースを続行するか否かはすべて各艇の  

責任でのみ決定される。  

１． ０３  用語・略語の定義 

１． ０３．１本文中の用語の定義 

 

エージデート：  最初に進水した年／月  

CEN：       欧州標準化委員会 

コーミング：    コーミング高さは、コックピットが海水で完全に満たされ、 

海水が流れ出る状態で艇が浮いていると仮定したときの、 

コックピットの後ろから流れ出る水面限界線 

DSＣ：      デジタル選択通信 

EN：       欧州規格 

EPIRB：     Electronic Position-Indicating Radio Beacon 

ＦＡステーション：トランサムの上の角とシアーラインが交わるところの横方向の計測店 
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FICO：      Federation Internationale des Organisatieurs de Courses Oceaniques   

荒天用衣料： 着用者に乾いた状態を維持させる衣料で、ジャケットとズボンを着用する    ＃＃ 

タイプか両者が一体となっているもの  

GMDSS：    Grobal maritime distress & safety System（全地球規模海難救助ｼｽﾃﾑ） 

GPIRB：     GPS 位置測定システムを内蔵したEPIRB 

ハッチ：     ハッチという意味はハッチ装置全体及び装置を構成する部品としてのフタ、カバー、 

ドアを含んでいる。（部品自体をハッチと記述する。） 

IMO：      International Maritime Organization（国際海事機構） 

ISAF：     International Sailing Federation（国際セーリング連盟） 

ISO：      International Standard Organization（国際標準規格） 

ライフライン：デッキの廻りをガードレールとして張り巡らされたワイヤー 

LOA：     全長、パルピット、バウスプリット、ブームキンなどは含まず。 

LWL：     荷物積載時水線長 

モノハル：  ハルのどのセクションの深さもセンターライン方向へは減しないハルの事 

恒久的な取りつけ（Permanently Installed）： 

取りつけるものが造り付け（例えばボルトでとりつけられ、もしくは溶接で接合され、 

もしくはガラスのようにはめ込まれている、等のように）であるか、取りつけられた 

場所から動かせないこと、レース中に動かせないことを言う 

ＰＬＢ：    Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｌｏｃａｔｏｒ Ｂｅａｃｏｎ 

PROA：   非対称カタマラン 

ＲＲＳ：   セーリング競技規則 

ＳＡＲ：   海難救助（捜索と救助） 

シリーズデート：プロダクションヨットの1号艇が進水した年月日 

SOＬAS：  Safety of Life at Sea Convention 

セーフティーライン：強固なポイントに安全ハーネスを固定する為のテザー 

強固に固定された（Securely Fastened）： 

荒天か、もしくは艇が180度のロールオーバーした場合においても、固定されたも 

のが安全に保持されるよう、例えばロープもしくは蝶ねじなどによって固定されて 

いる状態を言う。その状態からレース中、必要に応じ、取り外し、また再取り付け 

できなくてはならない。 

固定型セーフティーライン：ハーネスをとめる為の通常の安全ラインンより短くワークステー 

ション（通常の仕事エリア）に固定的にクリップされるもの。 

１. ０３．２ ｓｈａｌｌとｍｕｓｔは強制的Ｓｈｏｕｌｄとｍａｙは任意                        ＃＃ 

１．０３．３ ヨットとボートと言う言葉は同義とする                             

 

第２章ー規定の適用と基本条件 
２．０１  外洋レースのカテゴリー               

過酷な条件下での長距離レースから、穏やかな湾内での短いコースの             ＃＃ 

デイレースに至るまでの多種多様なレースの中から、下記の５つのカ 

テゴリーが制定されている。これは多種多様な環境、条件下で要求さ 

れる安全と装備の基準を区別するためである。 

２．０１．１カテゴリー０：大洋間レースで、気温または水温が５℃以下であろう地域          ＭｏＭｕ０ 

を通過するレースを含む。一時的に通過する場合はのぞく。レース艇は 

非常な長期間にわたって完全に時給自足せねばならず、幾度もの荒天 

にたえうる能力と他からの援助を期待せずに重大な危機に対処する準 

備と能力を有しなければならないレース。 
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２．０１．２カテゴリー１：陸が遠く離れた外洋での長距離レースで、レース艇は長時         ＭｏＭｕ１ 

間にわたって完全に自給自足せねばならず、幾度もの荒天にたえうる能      ＭｏＭｕ１ 

力と、他からの援助を期待せずに重大な危機に対する準備と能力を有し 

なければならない様なレース 

２．０１．３カテゴリー２：海岸線に添って、あるいは陸からあまり遠く離れない、ま        ＭｏＭｕ２ 

たは遮蔽されていない大きな湾や湖で行なわれる長日程のレースで、 

レース艇には程度の高い自活能力が要求される水域でのレース。 

２． ０１．４カテゴリー３：開放された水域で、コース中に比較的遮蔽された水面や       ＭｏＭｕ３ 

海岸線に近いところが多いレース。小型艇のレースを含む。 

２．０１．５カテゴリー４：短いレースで、陸に近く、比較的温暖なあるいは遮蔽され       ＭｏＭｕ４ 

た水域で行なわれるレース。通常は昼間に行なわれる。 

２．０２  インスペクション                                                       ＃＃ 

ヨットは随時検査される。この特別規定に従っていないヨットは、レース出 

場を拒否されるか、または失格とされるか、あるいはナショナルオーソリ 

ティーかレース主催団体が定める罰則の適用を受ける。 

２．０３  基本条件 

２．０３．１すべての必要備品は下記の条件を備えていなくてはならない：                  

ａ）その備品に対する定められた機能及び性能を有すること                     

ｂ）定期的にチェックされ、清掃され、修理されている事                         

ｃ）使用しないときには劣化を最小限に押さえるよう収納されている事             

ｄ）即座に使用できる場所にあること                                         

ｅ）使用目的、ヨットの大きさに適合する型式、寸法、容量のものであること          

２．０３．２ 重量物の強固な固定 

ａ）バラスト、バラストタンクそれに関係する備品は恒久的な取りつけとな           

っていなければならない 

ｂ）可動型の重量備品、例えばバッテリー、ストーブ、ガスボトル、タンク、           

工具箱、アンカー及びにチェーン（4.0６参照）などは強固に固定されて 

いなければならない 

ｃ）SRに規定されない重量物に付いても恒久的に取りつけられるか、強固           

に固定されなければならない 

２．０３．３   航海灯の使用 

ａ）国際海上衝突予防法（パートＣおよび技術付則１）の規定による航海灯           

を点灯できなければならない(3.2７参照)。  

ヨットは国際海上衝突予防法の要求に基づき両色灯と船尾灯を必要に 

応じて点灯できなくてはならない。 

 

第３章ー構造上の要点と復元力、固定された装備品 
 

３．０１  構造強度、バラスト、リグ                                                 ＃＃ 

ヨットは強固に建造され、水密でなければならない。特にハルとデッキ 

およびキャビンは激浪やその衝撃および転覆の状態にもたえうるもの 

でなければならない。またヨットは適正なリグが装備され、バラストが 

取付けられ、完全な耐航性を持ち、かつ以下に述べる基準に合致して 

いなくてはならない。 

      シュラウドは常にしっかりと取り付けられていなくてはならない。 

３．０２  ハルの水密性 
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３． ０２．１デッキ、コーチルーフ、窓、ハッチおよびその他のすべての部品を含む          ＃＃ 

ハルは完全に水密でなければならず、いかなる開口部も同様にこの基         ＃＃ 

本的な水密性を即座に、確実に保つことができなければならない。 

３．０２．２センターボードとダガーボードのケースはハルの内側に開口部が有っ          

てはならない。例外として、インスペクションもしくは保守の目的で作られ 

た完全防水型のハッチで通常のトリムにおいて水線より上に有る場合は 

この限りではない。 

３．０３  ハルの構造標準（スカントリング） 

                                           表２             ＭｏＭｕ０１２ 

ＬＯＡ 最も早いシリーズ 

／エージデート 

レースカテゴリー ３.０３.１適用 

全て １／８６以前 ＃＃ ｎｏ 

全て １／８６以降 ＭｏＭｕ０，１ ｙｅｓ 

１２ｍ（３９．４ｆ）超え １／８７以降 ＭｏＭｕ２ ｙｅｓ 

１２ｍ以内 １／８８以降 ＭｏＭｕ２ ｙｅｓ 

 

３．０３．１表２で示されたヨットは次の内のいずれかの規定に一致して設計され       

製造されていること。 

ａ）the EC Recreational Craft Directive(CEマークを取得していること） 

      または 

   ｂ）外洋ヨットの建造と等級付のためのＡＢＳガイドこの場合このガイドに一致 

していることを述べた艇の設計者と製造者の署名入りの書類を各艇ごと 

に積んでいるか、ＡＢＳで発行された設計承認書を積んでいる必要がある。 

３．０３．２ 前項３．０３．１に規定されるヨットで、ハル、デッキ、コーチルーフ、キ          

ールもしくはラダーなどに関するする重要な変更がなされた場合には、 

上記の方法により証明されさらにその証書を艇に積まなければならない。 

３．０４  モノハル艇のスタビリティー（復元力）  

３．０４．１乗組員による復元に関する努力無しに、ヨットは転覆した位置から自己復       Ｍｏ０ 

      元できること。自己復元はリグが傷ついていても、またいなくても可能なこと。      

３．０４．２ヨットは転覆に抗するように設計され建造されていること。                 Ｍｏ０１２３４ 

３．０４．３ナショナルオーソリティーまたはレース主催者は厳守すべき最低限のスタビ       

      リティーまたはスタビリティー／浮力の指数を示す事が出来る。 

      ＩＭＳレギュレーション２０１に示されたスタビリティーインデックスや様々な 

      ナショナルオーソリティーから発行されているいろいろな指数に注意する事 

３．０４．４ ISO12217-２が（草案でなく）国際標準規格として発行された場合は次に示        

すようにＳＲの規定するレースカテゴリーに対し一般的なスタビリティーを示 

すガイドとして使われるようなもので有ることを期待する。 

ＩＳＯカテゴリー Ａ Ｂ Ｃ 

ＳＲカテゴリー １ ２－３ ４ 

      どんな指数を使用したとしても完全な安全性を保証したり、転 

      覆や沈没の危険性から逃れることが保証されるわけではない。 

３．０５  マルチハルヨットのスタビリティーとフローテーション （３．１３参照）           Ｍｕ０１２３４ 

      注意事項がＩＳＯ １２２１７ー７に記載されている。 

３．０５．１マルチハル艇は、浮揚状態を実現するために各々のハルに適切な            

水密バルクヘッドやコンパートメント（水に浮く物質で恒久的に取り付 

けられているものも含む）を装備して安定性と浮力を維持すること。 
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片方のハルの全長の半分まで水が進水した場合でも、安定した姿勢 

で浮いていられること。 

３．０５．２１９９９年１月以降に建造されたマルチハル艇については、アコモデーショ      Ｍｕ０１２３４ 

      ン無しのすべてのハルは４ｍ（13フィート3インチ）以下の間隔で、一つもし 

      くは複数の横方向の水密バルクヘッドによって仕切られるていること。 

３．０６  非常出口ーモノハル                                       Ｍｏ０１２３４ 

                                                  表４ 

ＬＯＡ 最も早いｼﾘｰｽﾞ/ｴｰｼﾞﾃﾞｰﾄ 詳細 

８．５ｍ（２８ｆ）以上 1/95以降 ヨットは２つの脱出口を持た

なければならない。一つ

は、構造 

的に取付が不可能な場合

を除い 

て最も前のマストより前に

設置 

すること。 

３．０７   非常口ーマルチハル 

３．０７．１ 船室を持つ胴体は２つ以上の非常出口を持たなくてはならない。          Ｍｕ０１２３４ 

３．０７．２ ＬＯＡ１２ｍ（３９．４ｆ）以上でカテゴリー２．３．４のマルチハルヨットの         

船室を持つ全ての胴体は 

      ａ）転覆の再ハルからの出入り用のハッチとして 

      ｂ）構造的に許されるのであればハッチの最小径は４５０ｍｍ以上あるか、 

それが円形でない場合にはすべての乗組員が衣類を完全に着装して 

いても通り抜けることができるような仕様のものを推薦する 

      ｃ）１／０３以降に進水するマルチハルヨットでは全ての避難用ハッチは 

３．０７．２（ｂ）を満足しなくてはならない 

      ｄ）全ての避難用ハッチはヨットが転覆している場合にウオーターライン 

の上にくるようになっていること。 

ｅ）１／０１以降に進水するマルチハル艇は、その避難用ハッチをミッド 

シップもしくはそのごく近くに位置させなければならない。 

      ｆ）１／０３以降進水したカタマランヨットの全ての避難用ハッチはヨットの 

中心線に近い側の側面になければならない。 

      ｇ）１／０３以降に進水したカタマランヨットで中央船体を持つものは、 

中央船体の船底に船体を取り囲むようにして、乗員の全員が掴まれ 

るか、安全に命綱を固定できる手すり状のものを設置しなくてはなら 

ない。 

      ｈ）カタマランヨットで中央船体を持つものは、左右の胴体に中央船体 

に近い側の側面に設けた避難ハッチを通って入ることのできる避難 

場所を設けなくてはならない。当該避難ハッチは胴体の内外から開 

閉できなくてはならない。 

      ｉ）１／０３以降進水したＬＯＡ１２ｍ（３９．４ｆ）以上のトリマランヨットは少 

なくとも２個以上の避難ハッチを持たなくてはならない。 

ｊ）トリマランヨットは船底に中央胴体を囲むようにして、乗員の全員が 

掴まれるか、安全に命綱を固定できる手すり状のものを設置しなくて 

はならない。 

      ｋ）全ての避難ハッチは出場しようとするレースの６ヶ月以前に内外から 
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開放できるようにしていなくてはならない。 

３．０７．３ ＬＯＡ１２ｍ（３９．４ｆ）以下のマルチハルヨットは上記３．０７．２あるいは     Ｍｕ２３４ 

以下の条項を満足しなければならない。 

ａ）船室を持つ全ての胴体には脱出用の開口をあけるための適切な工具 

を、開口をあけるべき場所の近傍に即座に使える状態で保管していな 

くてはならない。 

      ｂ）全ての胴体の脱出用の開口を開けるべき位置には、艇体の内外にそ 

の開口位置をしめす外形線と「脱出口はここをカット」という文字を明記 

しなければならない。  

３．０８  ハッチ及びコンパニオンウェイ                               ＃＃ 

３．０８．１最大船幅ステーションより前方には０.０７１m2（１１０平方インチ）より小さ     

な舷窓を除いては内側に開くハッチを設けてはならない。 

３．０８．２ハッチは                                    

ａ）９０°にヒールした状態でも水面上にあるように配置すること。 

ｂ）すべてのハッチは恒久的に取付けられたもの 

ｃ）即座に閉じることができ、１８０°転覆しても確実に閉鎖された状態を 

保てなければならない。 

３．０８．３ コックピットコンパニオンウェイがメインデッキレベルより下方に及んで 

      いる場合、 

ａ）コックピットが後方で開放している艇には認められない。（3.0９.６参照） 

ｂ）シアーラインのレベルまでせき止められるようになっていなければな 

らない。このせき止めの措置（例えばウオッシュボード）が使われてい 

る場合でも、このコンパニオンウェイは艇内への出入りが可能でなけ 

ればならない。 

３．０８．４ コンパニオンウェイハッチは 

ａ）強固に締め切っておく装置で、転覆の際においても上からでも下から 

でも操作できるものである事。 

      ｂ）何かのブロッキング装置を持つ事 

        ⅰハッチが開閉のいかなる場合であってもその位置にしっかりと保持 

できなければならない。 

        ⅱいかなる状態でも、流出の恐がないようにレース期間中ラニヤード 

か他の方法でヨットと強固に連結したものでなくてはならない 

        ⅲコンパニオンウェイハッチは転覆の際にはハルから外部への出口に 

ならなければならない。 

３．０９  コックピット ＩＳＯ１１８１２に注意事項の記載あり 

４． ０９．１ コックピットは構造的に堅牢で、あらゆるヒール角度で速やかに自然排水 

（セルフドレーニング）ができ、ハルの部分として、恒久的に一体でなけれ 

ばならない。 

３．０９．２ コックピットは完全に水密でなければならない。即ち、コックピットの 

艇体の開口部は、すべて強固にしっかりと締め切ることができなけれ 

ばならない。 

３．０９．３ ビルジポンプはコックピット排水管に接続してはならない。  

コックピット排水管の最小サイズに付いては3.０９．８参照 

３．０９．４ コックピットの床は 

ａ）１／０３以前に進水のヨットは少なくとも２％Ｌ以上ＬＷＬ（ＩＭＳ計測値 

のＬを利用）より上方か、ＬＷＬより２％ＬＷＬ以上、上方になければ 
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ならない。あるいは 

ｂ） １／０３以降に進水のヨットはＬＷＬより２％ＬＷＬ以上、上方になけ      ＃＃ 

ればならない。 

３．０９．５ バウ、側面、中央、スターンのいかなるウェルもコックピットと見做され、 

３．０９ルールが適用される。 

３．０９．６ コックピットが船尾へ開口している場合 後方開口部の面積は、コック 

ピット最大深さ×コックピットの最大幅の５０％より小さくてはならない。 

３．０９．７ コックピット容積 

コックピット体積は表５に従う事。 

                                                    表５ 

最も早いエージ／ 

シリーズデート 

詳細 レースカテゴリ

ー 

（ⅰ）４／９２以前 もっとも低いコーミングより下にあるすべて 

のコックピットの合計全容積は６％× Ｌ×Ｂ 

×ＦＡ（水線長の６％×最大幅×コックピッ 

トのフリーボード高さ）を超えてはならない。 

ＭｏＭｕ０，１ 

（ⅱ）４／９２以前 もっとも低いコーミングより下にあるすべて 

のコックピットの合計全容積は９％×Ｌ×Ｂ 

×ＦＡ（水線長の９％×最大幅×コックピッ 

ト横のフリーボード高さ）超えてはならない。 

ＭｏＭｕ２、３，４ 

（ⅲ）４／９２以降 上記の各カテゴリーの規定を適用する。ただ 

し最低コーミングの決定に当たっては、ＦＡ 

ステーションより後方のものは対象としな 

い。また、ワーキングデッキより後方に延長 

されたコックピットの部分はコックピット容 

積の計算に使用してはならない。 

＃＃ 

（ⅳ）１／０３以降 本表の計算はＬＷＬ、最大幅、コックピッ 

トのフリーボード高さに基づかなくてはならない 

＃＃ 

      注：Ｌ、Ｂ、ＦＡはＩＭＳレーティングルールに規定されている。カッコ内の数値は選択できる 

 ３．０９．８   コックピット排水                                    ＃＃ 

３．０９．１参照 コックピット排水口の断面積の総和（ゴミ取り網 

がある場合はその後ろ部分）は以下のとおりでなくてはならない 

ａ）最も早いエージ／シリーズデート１／７２以前のヨットは全て、 

２×直径２５mm（１インチ）または相当サイズで障害のない開口 

ｂ）最も早いエージ／シリーズデート１／７２以降のヨットは全て、 

４×直径２０mm（３／３インチ）または相当サイズで障害の 

ない開口 

       ｃ）これら以外で８.５m（２８ｆ）以下のヨットには３．０９．８（ａ）を適用する 

３．１０  シーコックまたはバルブ                                   

LWL下部の開口部にはすべて、シーコックまたはバルブを取付けなけれ 

ばならない。ただし必要なデッキスカッパー、シャフトログ、スピードメー 

ター、測深計等の開口部は、必要に応じてその穴をふさぐ手段が準備さ 

れていればよい。 

３．１１   シートウィンチ 

シートウィンチは、これを操作する人が、ほとんどデッキより下に入ら 

ないと操作できないように取付けてはならない。 
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３．１２  マストステップ 

キール上にステップのあるマストの下端は、マストステップまたは隣接       ＃＃ 

する構造物に固着されていること。 

３．１３  水密バルクヘッド マルチハルは３．０５も参照のこと 

３．１３．１ヨットのハルにはバウからＬＯＡの１５％以内でＬＷＬの先端より後方の      Ｍｏ０Ｍｕ０１２３４ 

      位置に水密の「クラッシュ」バルクヘッドが設置してあること。代替方法と 

      してハルの前方３０％（直線で計測して）がクローズセルの発泡浮力材で 

恒久的に満たされていても良い。 

３．１３．２水密バルクヘッドは近くの区画へいかなる水漏れも許さないよう水圧に 

対して強固に製作されていること。 

３．１３．３ヨットには（バウまたはスターンの「クラッシュ」バルクヘッドに加えて）少      Ｍｏ０ 

      なくとも２つの横方向の水密なメインバルクヘッドがあること。 

３．１３．４点検の為の外部デッキへの出口及び排水の為のポンプはハルの横断面を 

バルクヘッドで仕切っている全ての水密構造の区画に対し必要。なお一番端 

      のクラッシュ区画については外部デッキへの出入り口は不用 

３．１３．５全ての水密バルクヘッドには以下を満足するアクセスハッチが用意されてい 

ること。（「クラッシュ」バルクヘッドは除く）また１／０３以降に進水したヨットで 

はアクセスハッチは恒久的に取り付けられた締まり金物が用意されていること。 

ａ）水密バルクヘッドのアクセスハッチは恒久的に取り付けられた締まり金物が 

用意されていること。 

      ｂ）アクセスハッチは５秒以内でしっかりと締め切ることができること。 

３．１３．６以下のことが強く推奨される。 

      ａ）最端部の「クラッシュ」バルクヘッドはスターンに備えること。もし実用に問題 

がないなら、スターンのクラッシュバルクヘッドはラダー軸の前にあることが 

好ましい 

      ｂ）いかなる主要な区画の一つがが冠水した場合でも、デッキへ直接アクセ 

スできるドライな区画の中でクルー全員に１週間分の食料と場所の提供 

が可能であること。 

      ｃ）それぞれの水密区画はその区画の外から操作できる手動式排水手段を 

持つこと。 

３．１４  パルピット、スタンション、ライフライン、 注意事項がＩＳＯ１５０８５に記載され 

ている。 

３．１４．１マルチハル艇の特有な設計により次のライフライン、スタンションおよびパ    Ｍｕ０１２３４ 

      ルピットに関する特別規定をそのまま適用するのは実際的ではない場合は、 

      規則は落水の危険を最小限にするという目的により、特別規定に可能な 

限り近づけること。 

３．１４．２特別規定にで要求されるライフラインはピンと張られたものでなくてはなら     ＃＃ 

       ない。 

ａ）目安としては支持点の中間点で５０Ｎ（５．１Ｋｇ，11.2lbf）の力を 

       かけても５０ｍｍ以上は変形しないようなテンションである。 

３．１４．３以下の要件を満たさなければならない 

ａ）ヘッドステーより前方のバウパルピット（８.５m（２８ft）未満のヨットでは     Ｍｏ０１２３４ 

ヘッドステイの後方にバウパルピットを設けてもよい）の上方のレールが 

ヘッドステイより４０５ｍｍ（１６インチ）以内で閉じていること 

      ｂ）スターンパ ルピット（スターンパルピットに代わるように表７を満足するよ   

うに適切に配置されたライフラ インでもよい）が設置されていること。 
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ｃ）ライフラインはスタンションにより支えられワーキングデッキの回りを効果    ＃＃ 

的に取り囲んでいる必要がある、パルピット内では適当に設置された水平      ＃＃ 

のレールで代用してもよい。ライフラインは２.１３m（７ft）以内の間隔で恒久 

的に支持されていなればならない。また支持するスタンションの外側を通 

ってはならない。 

ｄ）パルピットのアッパーレールは、ワーキングデッキ上で表７に示される上段 

のライフライン以上の高さを有すること。そして本質的にコックピットの前部 

の上段ライフラインと水面から同じ高さを有すること。 

ｅ）バウパルピットの上段のレールは開閉できるものでも良い、しかしレース 

中は確実に閉じていなければならない 

ｆ）パルピットとスタンションは恒久的に取り付けられていなくてはならない。 

ソケットやスタッドがある場合は、これらは通しボルト、接着、または熔接に 

よらなければならない。パルピットおよびスタンションはこれらにライフライ 

ンがなくても機械的に保持できるように装着されなければならない。ソケッ 

トやスタッドがない場合は、パルピットとスタンションの固着は通しボルト、 

接着、または熔接によらなければならない。 

ｇ）パルピットとスタンションの基部は最大船幅の５％または１５０mm(6in)の 

       大きい数値以上に、ワーキングデッキの端より内側に取付けてはならない 

ｈ）スタンションの基部はワーキングデッキより外側に取付けてはならない。 

このルールの目的により、スタンションやパルピットの基部にはスタンション 

やパルピットの筒状のものがぴったりはいるスリーブやソケットは含むが 

ハルやデッキに取り付けられるベースプレートは含まない。  

ｉ）完全なライフラインの囲みがワーキングデッキにあるスタンションとパル 

       ピット基部によって支えられているという条件があれば、ライフラインター 

       ミナルとサポートストラットはワーキングデッキより後方の船体に固定して 

       もよい。 

      ｊ）ライフラインは必ずしもバウパルピットに固定されなくてもよいが、その 

       場合ライフラインはバウパルピットの内側にオーバーラップし、十分強度の 

       あるスタンションを通すか、それに固定されなければならない。この場合上 

       段のライフラインとパルピットの間隔は１５０mm（６in）を越えてはならない。 

      ｋ）スタンションは下記の場合を除きまっすぐで垂直でなければならない。  

（ⅰ）デッキより上方５０mm（２in）以内では、スタンションがデッキまたは 

ベースから出た所からの水平移動距離が１０mm (3/8in)以下。 

（ⅱ）スタンションはデッキより５０mm(2in)以上の上方でのどんな点でも 

垂直より傾きは１０°以下。 

３．１４．４マルチハルヨットにおけるパルピット、スタンション、ライフラインの規定 

     ａ）トリマランにおいては、バウパルピットに繋がるライフラインはスタンションに     Ｍｕ０１２３４ 

よって支えられメインハルを一周していること。このライフラインはネットやメイ 

ンハルのアウトボード用のクロスビームによって、途切れていてもかまわない。 

     ｂ）トリマランにおいてはネットがメインハルのバウパルピットのベースに 

繋げられている場合には、パルピットの頂点からクロスビームの中間点 

かその外側まで伸びる追加のライフラインをつけること。 

     ｃ）トリマランのアウトリガー上の主操舵もしくは非常用の操舵位置はコック 

      ピットがあるかないかに関係なく操舵位置を中心とする直径３ｍの範囲 

でライフラインで保護されていなければならない（この測定にはライフライン 

      はぴんとはられて、曲がった状態で計ってはならない。） 
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     ｄ）カタマランにおいてはそれぞれのハルにはライフラインをバウからスター 

      ンまで装備すること。                                   Ｍｕ０１２３４ 

      前方または後方クロスビームを持たないカタマランはネットの前後両端に 

      横方向のライフラインを装備すること。これらのライフラインはバウとスター 

      ンのパルピットかサポートストラットに取り付けること。帯状織物、革帯、 

      またはロープ（最小径６ｍｍ）で２つのライフラインとネットをジグザグに 

      結ぶようにすること。 

３．１４．５ライフラインの高さ、垂直方向の開口寸法、本数                    ＃＃ 

                                   表７ 

ＬＯＡ 最も早いｴｰｼﾞ/ 

ｼﾘｰｽﾃﾞｰﾄ 

最低基準 

８.５m（２８ft）未満 1/92前 ライフラインは１本、ワーキングデッ

キより４５０mm（１８in）以上の高さで

ワイヤーを用いてタイトに張られてい

ること。ライフラインの垂直方向の開

口寸法は５６０mm（２２in）を越えては 

いけない。   

８.５m（２８ft）未満 1/92以降 上記のの仕様に加えて、中間のライ

フラインがある場合は、垂直方向の 

開口は３８０mm（１５in）を越えてはな

らない。 

８.５m（２８in）以上 1/93前 ライフラインは２段でタイトに張られ 

ていること。上段はワーキングデッ

キより６００mm（２４in）以上の高さで 

あること。ライフラインの垂直方向の 

開口は５６０ｍｍ（２２in）を越えて 

はらない。 

８.５m（２８f ）以上 1/93以降 上記のの仕様に加えて、ライフライ

ンの垂直方向の開口は３８０ｍｍ 

（１５in）を越えてはならない。 

全て 全て 中間のライフラインがあるヨットは、 

中間のライフラインはワーキングデ

ッキより２３０mm（９in）より低くては 

いけない. 

     

３．１４．６ ライフラインの最小直径と材質、仕様   

      ａ）すべてのライフラインはステンレスの縒り線で次の表８に規定される太さ     

でなければならない。１/９９以降に取り付けられるライフラインはコーティ 

ング無しであること、また、ぴったりとフィットしたスリーブに入ったものは 

使用しないこと。 

ｂ）３１６グレードのステンレスワイヤーを推奨する。 

ｃ）ライフラインをしっかりと張るために合成繊維のロープをラニヤードとし 

       てきつく張っても良いが、その場合ラニヤードによる部分の長さは１００mm 

       （４in）を越えてはならない。 

      ｄ）ライフラインの囲みを構成するすべてのワイヤー、附属品、固定アンカー      

       ポイント及びラニヤードはすべての場所で、少なくともライフラインのワイ 
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       ヤーに必要な破壊強度を持つこと 

                                           表８               ＃＃ 

ＬＯＡ 最小直径 

8.5m(28ft)未満 3mm(1/8 in ) 

8.5m-13m 4mm(5/32 in ) 

13m(43ft)以上 5mm(3/16 in ) 

           

３．１４．７ パルピット、スタンション、ライフラインの材質の規定 

                                           表９ 

ＬＯＡ 最も早いｴｰｼﾞ/ 

ｼﾘｰｽﾞﾃﾞｰﾄ 

詳細 

すべて 1/87前 スタンション、パルピットライフライ 

ンはカーボンファイバーは推奨しな

い。 

すべて 1/87以降 スタンション、パルピット、ライフラ 

インはカーボンファイバー製であっ

て 

はならない。 

 

 

３．１５  マルチハル ネット、トランポリン 

３．１５．１ネットという言葉はトランポリンと読み替えられる。                      Ｍｕ０１２３４ 

     ａ）ネットは以下の条件を満たさなければならない 

     ｂ）本質的に水平である事 

     ｃ）ネットは耐久性があり、しっかりと固定されたクモの巣状に編まれた 

もので、水を通す織物であること。あるいは穴の大きさが５．０８ｃｍ 

（２インチ）より大きくない網目状の織物であること。ヨットの構造体と 

の結合はすり切れないよう計画すること。トランポリンまたはネットと 

ヨットの結合部は足を取られる危険性の無い様にすること。 

     ｄ）ネットは横および縦方向の支持索の上に規則的な間隔を置いてし 

っかりと固定されていること。またはボルトロープにきれいに縫い合 

わされていること。 

ｅ）ネットは通常に活動できる海の状況の時だけでなくヨットが逆さになった 

転覆状態の時でもクルーの全体重がかかっても持ちこたえられる物 

であること。 

     ｆ）ネットを結びつけるのに使われるラインは１本ごと独立していること。 

       あるいは１本のラインについて４カ所以上のアタッチメントポイント（結 

びつけるためのポイント）を連続して通して結ばないこと。 

３．１５．２ クロスビーム２本のトリマラン 

      ａ）クロスビームを２本持つトリマランは両側の以下の部分にネットが 

あること、   

      ｂ）クロスビームと中央胴体とアウトリガーで作られる長方形 

      ｃ）中央パルピットとそれぞれの前方クロスビームの中間点、クロスビー 

ムと中央胴体の交点で作る二つの三角形 

      ｄ）コックピットの最後部あるいはステアリングポジション（どちらかの後       Ｍｕ０１２３４ 

ろに位置する方）、後方クロスビームのそれぞれの中間点、後方クロ 
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スビームと中央胴体の交点で作る二つの三角形 

      ｅ）３．１５．２．ｄの要求は、コックピットコーミングもしくはライフラインがあ 

って、それが表７の要求を満たしている場合は除く 

３．１５．３ クロスビーム１本のトリマラン 

      ａ）クロスビーム１本のトリマランは中央胴体とアウトリガーの間以下の 

部分にネットを持つこと 

      ｂ）クロスビームとアウトリガーの交点から中央胴体のパルピットの後端 

と中央胴体のコックピットの最後部あるいはステアリングポジション 

（どちらか後ろに位置する方）の２点を結ぶ直線で作る２つの三角形 

３．１６  カタマラン 

ａ）カタマランのネットサーフェスは全体として次のような制限がある。 

ｂ）両横ともハルではさまれていること 

      ｃ）縦方向は－フォアステーの基部の位置を横断する位置から、ブーム 

が中央に寝ている場合のブームの最後端の位置に囲まれていること。 

しかし、水面上に位置する中央胴体のあるカタマランはトリマランの 

規定を満足すること 

３．１７  トーレール                                         

３．１７．１ 艤装品の取付け部を除き、マストから前側のフォアデッキの周囲             Ｍｏ０１２３ 

には高さ１インチ（２５ミリ）以上のトーレールを恒久的に取付けなけ 

ればならない。取付け位置は、ワーキングデッキの端より各所の 

ビームの1/3より内側にあってはならない。 

３．１７．２ 下記も適用する 

                                           表１０ 

ＬＯＡ 最も早いｼﾘｰｽﾞ/ 

ｴｰｼﾞﾃﾞｰﾄ 

最低基準 

全て Ⅰ/８１前 ２０mm（３／４in）以上のト

ーレールで認められる  

全て 1/93前 トーレールの代わりに２５

mm（１in）以上５０mm（２

in）以下のライフラインを

追加してもよい（ただし中

間のライフラインに数える

ことはできない） 

全て 1/94以降 トーレールはスタンション

ベースの垂直軸にできる

だけ近づけて設置しなけ

ればならないが、当該ス

タンションのあるところの

船幅の半分の1/3より内

側にあってはならない。 

 

３．１８  トイレット 

３．１８．１トイレットは恒久的に取付けられたものである事。                          ＭｏＭｕ０１２ 

３．１８．２トイレット 恒久的に取付けられたもの。または固定されたバケツ             ＭｏＭｕ３４ 

３．１９  寝台（バンク） 

３．１９．１寝台は恒久的に取付けられたもので、登録された乗員分あること          ＭｏＭｕ０ 
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３．１９．２寝台 恒久的に取付けられたもの                              ＭｏＭｕ１２３４ 

３．２０  炊事用装備 

３．２０．１炊事用ストーブは恒久的に取り付けられた物、もしくは安全強固に         ＭｏＭｕ０１２３ 

取付けられたもので、航海中に安全に使用できる、安全で簡単に 

手が届く燃料閉止装置を有するものもの。   

３．２１  水タンク及び飲料水 

３．２１．１タンク  

ａ）ヨットは恒久的に取付けられた水用のタンクと水を補給するポンプ        

を備えること及びもので。                                   

ⅰ少なくとも3区画に分割して水を貯蔵できる                      ＭｏＭｕ０ 

ⅱ少なくとも2区画に分割して水を貯蔵できる                      ＭｏＭｕ１ 

３．２１．２飲料水 

     ａ）レース実施要項に規定されない場合、レーススタート時点で搭載す        ＭｏＭｕ０ 

べき水の量は以下の通りとする。 

      ⅰ造水器が無い場合の最低量としては1000マイルにつき一人当たり 

9リットル（２英ガロン、２.４米ガロン） 

      ⅱ造水器が搭載される場合の最低量として、1000マイルにつき一人 

あたり3リットル（0.7英ガロン、0.8米ガロン） 

３．２１．３非常用飲料水                                         ＭｏＭｕ０１２３ 

     ａ）専用に定められた１つか複数の容器に入った少なくとも９リットル（２英 

      ガロン、２.４米ガロン）の非常用飲料水 

３．２２  ハンドホールド  

乗員が海上で安全に移動できるようにデッキ下に適切に設置されたハ      ＃＃ 

ンドホールド 

３．２３  ビルジポンプ及びバケツ 

３．２３．１コックピット後部が艇外へ開口している艇以外は、ビルジポンからコック  

      ピットに排水してはならない。 

３．２３．２ビルジポンプはコックピット排水菅と接続してはならない。（3.0９） 

３．２３．３ビルジポンプとごみ取り器はその補修や詰まったくずを取り除く為、容易 

に手の届く所になければならない 

３．２３．４ビルジポンプに恒久的に固定されたハンドル以外は、ロープまたは固定 

器具あるいはそれらに類する方法で、予期せぬ事態でもハンドルを紛失 

しないようになっていなくてはならない。 

３．２３．５以下の仕様であること 

ａ）２個の手動のビルジポンプを艇の構造体に固着し、１台はデッキ上       Ｍｏ０１２ 

で、もう１台はデッキ下で操作できるように設置すること。各々のビ 

ルジポンプは、コックピットシート、ハッチ、及びコンパニオンウェイ 

を閉じた状態で使用できなければならない。各々のビルジポンプは 

２つのポンプを同時に働かせても充分な排水能力を持つ容量の恒 

久的に取り付けられた排水管に接続されていなくてはならない。 

ｂ）一つのビルジポンプがデッキ上かデッキ下に恒久的に取り付けられ       Ｍｕ０１２ 

コックピットシート、ハッチ、及びコンパニオンウェイを閉じた状態で 

使用できなければならない。ビルジポンプは恒久的に取り付けられ 

た排水管に接続されていなくてはならない。 

      ｃ）マルチハルの場合は全ての水密区画から水をくみだせる用意がなく        Ｍｕ０１２３４ 

てはならない（不浸透性の浮力体で満たされている場合は除く） 
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ｄ）恒久的に取り付けられた手動のビルジポンプ１台はコックピットシート、      Ｍｏ３ 

ハッチ及びコンパニオンウェイを閉めた状態で使用できなくてはなら 

ない 

      ｅ）手動のビルジポンプ１台                                   Ｍｏ４ 

ｆ）少なくとも９リットル（２英ガロン、２.４米ガロン）以上の容量のある頑丈       ＃＃ 

な作りのバケツ２個。各々ラニヤードを付けること  

３．２４ コンパス 

３．２４．１以下のものを搭載しなければならない  

ａ）コンパスは磁気型のマリンタイプで艇の電源から独立して動作する 

もの。船体に正しく取付けられており、修正済みであること。            

      ｂ） ａに加えて３．２４．１ ａ）を満足する予備コンパス１台                ＭｏＭｕ０１２３ 

３．２５ ハリヤード  

マストは各々１枚のセールを上げることのできる２本以上のハリヤードを        ＃＃ 

持たなくてはならない。 

３．２６  バウフェアリード  

閉じたものか閉じることが可能なもの、そしてクリートもしくは固定用具を        Ｍｏ０ 

持ち曳航に適したものであること。  

３．２７  航海灯（２．０３，３も参照のこと） 

３．２７．１航海灯はセールや艇のヒールによって隠されない位置に取付けられ         ＃＃ 

ていること。 

３．２７．２航海灯はデッキレベルより下に取付けてはならない。また、上段のラ 

イフラインの直下より下の高さであってはならない。 

３．２７．３航海灯の明るさの基準               表１１ 

ＬＯＡ 航海灯の電球の明るさの最低基準 

１２m（39.4ft）未満 １０ワット 

１２m（39.4ft）以上 ２５ワット 

３．２７．４予備航海灯と予備電源を持つこと。予備航海灯は上記３．２７．３にある      ＭｏＭｕ０１２３ 

航海灯の最低基準と同等であること。また電源および配線は通常の航 

海灯用のものとは別でなければならない。 

３．２７．５航海灯の予備電球を持つこと。航海灯が電球によらないものの場合は        ＃＃ 

      それに適切なスペア―を持たなければならない。 

３．２８ エンジンと発電機と燃料 

３．２８．１ しっかりとカバーされた推進用インボードエンジンは、全て恒久的         Ｍｏ０１２３Ｍｕ０ 

に固定され取り付けられた、排気系統、燃料系統及び燃料タンク 

を装備しなければならない。 

３．２８．２ ＬＯＡ１２ｍ（３９．４ｆｔ）未満のマルティハル艇においては、推進用         Ｍｕ１２３ 

エンジンは上記３．２８．１のほか、燃料タンク、燃料系統システムを 

恒久的に固定された船外機を認める、 

ａ）電源用の独立した発電機の設置は任意であるが、その場合は恒        ＭｏＭｕ０１２３ 

久的に固定されたものであり、しっかりとカバーをされ、恒久的に 

固定された、排気系統、燃料タンク、燃料系統システムを持たな 

くてはならない。独立した発電機は３．２８．３（ｃ）と（ｅ）に適合しな 

くてはならない。 

      ｂ）ポータブルの発電機は船内で運転できないようになっていなくて       ＭｏＭｕ０１２３ 

はならない。 

３．２８．３ 推進用エンジンについて特別規定で要求されるものは次のとおり 
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      ａ）ノットの単位で最低（１．８×√ＬＷＬ（ｍ））ノットもしくは（√ＬＷＬ 

（ｆｔ））ノットの艇速を出せること。                            ＭｏＭｕ０１２３ 

      ｂ）レース実施要項に規定される最低限の燃料の準備、規定されな 

い場合には、レースの期間のバッテリーチャージをまかなえる燃料 

と、上記最低スピードで８時間以上の機走が出来るに足る燃料を搭 

載する事。３．２８．２（ａ）に適合する独立した発電機を装備する場合 

の充電用の燃料に関する要求は、充電使用時の推進用エンジン 

に代わって、発電機に配分される燃料をまかなえる量とする。 

      ｃ）荒天による影響から適切に保護されている事 

      ｄ）電気的始動が唯一のエンジンスタート方法である場合、エンジン 

スタートの目的のための独立したバッテリーを持たなければなら 

ない。 

      ｅ）それぞれの燃料タンクは燃料閉鎖バルブを持たなければならない。 

また内部に恒久的に設置された内張りや裏打ちが無い限りフレキ 

シブルタンクを燃料タンクとして使用してはならない。 

３．２８．４ シールドバッテリーの装備に関しては、バッテリーの製造会社の仕 

様に適合する専用充電装置を明記することを強く推奨する。 

３．２９   船舶用無線 

ＧＭＤＳＳやＤＳＣの機器は現在の特別規定を使用する間は小型船舶 

には搭載義務品とはならないが、オーナーは新しい通信設備を準備す 

る際にはこれらを含んだ機器を考慮することが望ましい。 

３．２９．１ 次ぎの項目は必ず搭載しなければならない       

ａ） 船舶用無線送受信機、（実施要項に規定される場合には衛星電 

話に置きかえる事が出来る）がＶＨＦの場合においては 

ⅰ）２５ｗ以上の出力を持つ事 

ⅱ）マストヘッドアンテナと出力損失を４０％以内に抑える同軸ケー 

ブルを使用すること。 

ⅲ）７２チャンネルを備えること。（このチャンネルは国際的に船間波 

として用いられるチャンネルであって、このチャンネルをヨットが 

日常的に使用することによって、すべての外洋レーシングヨットが 

世界中で用いることのできるヨット間のチャンネルとして認められ 

る様になる。）ＪＳＡＦでは７１チャンネルを追加する 

ｂ）通常に使用するアンテナがマストに依存している場合には、 

他の緊急用アンテナを予備として持つこと。 

      ｃ）船舶用無線送受信機とは別に以下を満足すること 

        ⅰ）防水でハンディータイプのＶＨＦ無線機の搭載                Ｍｏ０１Ｍｕ０１２ 

        ⅱ）防水でハンディータイプのＶＨＦ無線機は４．２１．１に従って        Ｍｕ３４ 

収納されていること  

        ⅲ）気象通報が受けられるラジオの装備                      ＃＃ 

      ｄ）防水でハンディータイプの無線機は１２１．５ＭＨｚを含む一つ以        ＭｏＭｕ０ 

上の航空用周波数を運用できることを強く推奨する。 

全てのＳＡＲ（海難救助）の航空機が船舶用ＶＨＦを持つとは限らない 

ので、これによりヨットと海難救助の航空機との交信が可能になる。 

      ｅ）落水者救助用の１台のＤ／Ｆ（方向探知機）                     ＭｏＭｕ０ 

      ｆ）自動船位決定装置（例えばＧＰＳ）                           ＭｏＭｕ０１２３ 

      ｇ）日本においては、(a)にかかわらず、通話可能な範囲のレースに        ＭｏＭｕ３４ 



 20 

おいてはVHFに代わって携帯電話を認める。携帯電話は 

ⅰ）艇のバッテリーないしはその他の方法で充電出来る事           ＭｏＭｕ３４ 

          ⅱ）その為にデザインされたポリウレタンなどの水密ケースを備 

える事 

          ⅲ）可能な限り外部アンテナを持つ事                

 

第４章ーヨットの可動装備と補給                          
（飲料水と燃料は３．21と３．28参照） 

４．０１  セール文字とセールナンバー 

４．０１．１ＩＳＡＦ国際クラスおよび承認されたクラス以外のヨットはＲＲＳ７７とアペンデ       ＃＃ 

ィックスＧの要件にできるだけ近づけなくてはならない。ＮＡにより割り当てら 

れたセールナンバーの場合はこの限りではない。 

５． ０１．２メインセールに表示されるナンバーと文字は、ナンバーのないセールがセット 

されているときでも別の手段によって示すことができなければならない。 

４．０２  船体のマーキング 

４．０２．１SAR（海難救助）をより確実にする為に艇のハルは以下の様になっているこ     ＭｏＭｕ０１ 

とが好ましい。 

ａ）コーチルーフ、デッキまたはそれに加えて最も見やすい最も高い位置に目 

立つ色で（蛍光ピンク、オレンジもしくは黄色の）1メーター以上の面積でブ 

ロックもしくは筋模様のマークをつけること 

ｂ）水線下のラダーやキールに目立つ色を塗装する事 

４．０３  木栓 

ハルを通して開いている穴には、穴のサイズに適合する、柔らかい木で出来       ＃＃ 

たテーパー状の木栓を取りつけるか、ごく近くに収納する事。 

４．０４ ジャックステイ、クリッピングポイント、固定されたセーフティー・ライン 

４．０４．１以下の要件を満たさなくてはならない 

ａ） ジャックステイ                                        ＭｏＭｕ０１２３ 

ⅰ）セーフティーハーネスをしっかりと確実に取付けるため、艇の中心線に対 

して左舷と右舷のデッキ上に、ジャックステーを設置しなければならない。 

その取りつけは、デッキを貫通するボルトもしくは溶接されたデッキプレー            

トもしくはデッキに埋め込まれた強固な金具による事       

ⅱ）ジャックステーは１×１９の直径５mm（３／１６in）のステンレスワイヤー 

かまたは同等の破壊強度。（２０ｋＮ（２０４０kgf,４５００lbf）を持つ布製の 

ベルトを推奨する。 

      ⅲ）ステンレスのジャックステーを使用する場合、１／９９以降に取り付けら    

れたものに関してはコーティングのないもの、またはスリーブに入ってい 

ないものを使用しなくてはならない。 

      ⅳ）マルチハルの場合には転覆の際に使用する最低２本のジャックステイを 

        艇の底部に装備すること 

４．０４．２  クリッピングポイント 

ａ）乗員が長時間作業する場所、例えば舵、シートウィンチ、マストなどの近    

くには通しボルトか甲板に溶接で固定されたクリッピングポイント、または 

他の適切で十分強度のある引っ掛け金具が用意されなければならない。 

      ｂ）ジャックステイと固定されたセーフティーラインで乗員は              ＭｏＭｕ０１２３ 

       ⅰ）デッキに上がる前にハーネスをクリップでき、デッキから降りてから 

クリップを外すことができなくてはならない 
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       ⅱ）乗員はクリップしたままの状態で、少なくとも最小限のクリップ動作で 

デッキ上のワーキング位置とコックピットの間、デッキの船側から船側   ＭｏＭｕ０１２３ 

までを移動できる事 

      ｃ）ジャックステイによらずとも少なくとも3分の2のクルーが同時にクリップ 

出来なければならない 

      ｄ）アウトリガーにラダーがあるトリマランの場合は、乗員がハーネスを付け    Ｍｕ０１２３ 

たまま操舵装置に届くことができるように、デッキ艤装品や操舵装置の 

一部ではない十分な数の適切なクリッピングポイントを装備すること 

      ｅ）注意：Uボルト型のクリッピングポイントについては５．０２．１（ａ）参照      ＭｏＭｕ０１２３ 

４．０５ 消火器 

４．０５．１ ２個以上の消火器を各々異なる適切で取り出しやすい場所に設置すること。  ＃＃ 

４．０６ アンカー  

４．０６．１  下表のとおり必要                                    

                                       表１２ 

ＬＯＡ 詳細 レースカテゴリー 

８.５m（２８ft）以上 艇に適当と考えられる2組のアンカ

ー、及び適当な太さ長さのラインと

チェーンを備える事、さらに即座に

使用できる状態になっていなければ

ならない 

MoMu0123 

８.５m（２８ft）未満 艇に適当と考えられる１組のアンカ

ー、ラインチェーンを備える事、さら

に即座に使用できる状態になってい

なければならない 

MoMu0123 

全て １つのアンカー、何時でも引き出せ

る事 

MoMu4 

日本版特別規定に対しORCーSR委員長（現ＩＳＡＦ－ＳＲ）から以下の解釈を承認されている。 

ここで即座に使える状態とは、アンカーとチェーンはシャックルで繋がれている事、ロープは 

チェーンに繋がれている必要はないが、整然とコイルされている事。 

 

４．０７  フラッシュライト  

４．０７．１以下を装備すること                                      

ａ）予備電池及び予備電球を持つ防水型でハイパワーのフラッ           ＭｏＭｕ０１２３ 

シュライトかスポットライト  

ｂ）予備電池及び予備電球を持つ防水型のフラッシュライト             ＃＃ 

ｃ）４．０７．１（ｂ）の防水型のフラッシュライトがグラブバッグに            Ｍｕ３４ 

収納されていること 

４．０８  ファーストエイドマニュアル、ファーストエイドキット  

４．０８．１ファーストエイドマニュアルは用意されていなくてはならない。            ＃＃ 

ナショナルオーソリティー（ＮＡと略す）の規定がない場合は下記 

の最新版が推奨される 

ａ）Ｉnternational Ｍedical Ｇuide Ｆor Ｓhips                       ＃＃ 

 (Ｗorld Ｈealth Ｏrganization Ｇeneva) 

      ｂ）Ｆirst Ａid at Ｓea. By Douglas Justin and Ｃolin Ｂerry 

                     (published by Ａdlard Ｃoles Ｎautical, Ｌondon) 

      ｃ）Ｌe Ｇuide de la medecine, by Ｄoctour Ｊ Ｙ Ｃhauve, 
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                     (published by Ｄistance Ａssistance ) 

        ｄ）セーリングにおける救急医療キットと対応マニュアル 福田義一          ＃＃ 

               （日本セーリング連盟）                           

４．０８．２ファーストエイドキットは用意されていなくてはならない。 

４．０８．３ファーストエイドキットは、携行している説明書のガイドラインに従っ 

た内容を持ち、必要な医薬品を保管し、船の状況、航海の期間、 

乗船人員数に相応しくなくてはならない。 

４．０８．４乗員の少なくとも一人が、海上で起こりうる医学的な緊急事態の対 

処方法に詳しいこと。無線による医学的なアドバイスを得るときの 

無線通信もしくは（搭載しているなら）衛星携帯電話に詳しいこと。 

４．０９  フォグホーン 

      フォグホーンを装備すること 

４．１０  レーダーリフレクター  

レーダーリフレクターを装備すること。レーダーリフレクターが８面体 

のものであるならば、その対角線の長さは少なくとも４５６mm（１８in） 

のものでなければならない。もし８面体以外のものを用いる場合は 

その断面積ＲＣＳ（radar cross section）は１０㎡以上であることが 

文書により保証されていなくてはならない。レーダーリフレクターが 

機能する効果的な最低海上高さは４m（１３ft）である。 

最低基準としてISO8729に適合することを強く推奨する。さらに上記に 

追加して（上記に代えてではない）RTE（レーダー反射増幅機）を使用 

することを推奨する。 

４．１１  航海装備 

４．１１．１海図一式（電子式のみは不可）、灯台表および海図作業用具一式 

４．１１．２六分儀 

     ナビゲーターは航海装置のバックアップとして六分儀と天測暦、計時装         ＭｏＭｕ０１ 

置を携行することを推奨する 

４．１２  頑丈にできた格納表  

安全備品について何処に収納してあるかを記載した頑丈な表をメインキ         ＃＃ 

ャビンの最も見やすいところに掲げる事。 

４．１３  測深儀または測深索 

      測深儀または測深索を装備すること                

４．１４  速度計または距離測定儀（ログ） 

      速度計または距離測定儀（ログ）を装備すること                      ＭｏＭｕ０１２３ 

４．１５  応急操舵装置 

４．１５．１応急操舵装置は以下に従って設置すること 

ａ）通常使われる操舵装置が、金属で出来ていて破損する事が有 

り得ないと考えられるティラーである場合を除いて、舵軸に取付 

けることのできる非常用ティラーを装備する事 

      ｂ）ラダーがなくなってしまったときに、クルーはいかなる海象でも 

他の方法でステアリングできなければならない。ヨット上で有効 

な最低１つの代替方法が証明されていなければならない。イン          ＭｏＭｕ０１２３ 

スペクターはその方法を実際に行なってみるように要求すること 

ができる。 

４．１６  工具と予備部品 

      静索（スタンディングリギン）を艇体から速やかに外すか切断する          ＃＃ 
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工具を含む、工具と予備部品を用意しておかなくてはならない 

４．１７  ヨット名 

      ライフジャケット、オール、クッション、ライフブイ、ライフスリング等、         ＃＃ 

浮力のある様々なものには必ずヨット名を記入すること。 

４．１８   マリングレードのレトロリフレクティブ材（回帰性平行反射材） 

４．１８．１ライフブイ、ライフスリングおよびライフジャケットにはマリングレー 

ドのレトロリフレクティブ材（回帰性平行反射材）が取り付けてあること 

４．１９  ＥＰＩＲＢとＰＬＢｓ（personal locator beacon） 

４．１９．１ ４０６MHz EPIRBもしくはINMARSATタイプ"E"ＥPIRBを装備する事         ＭｏＭｕ０１２ 

４．１９．２ ４０６MHz EPIRBには可能であればＧＰＳの位置確定チップを装備 

すること。（本装置はＧＰＩＲＢとして知られている）。INMARSATタイ 

プ"E"ＥPIRBはＧＰＳ位置確定装置を含んでいる 

４．１９．３ ４０６MHz EPIRBの登録番号はレース組織機関で保管しておき、当 

該組織機関は海難救助機関の協力の下にＥＰＩＲＢの発信試験を行う 

ことができる 

４．１９．４ 121.5ＭHｚのEIPIRBは、もはや救難警報用には推奨されない。衛星 

系の121.5ＭHｚのEIPIRBはいずれなくなる予定である。ＰＬＢｓとして知 

られる121.5ＭHｚのビーコンは局地的な位置追尾システムとして落水 

者通報ビーコン（３．２９．１）や４０６EPIRBの第２発信周波数として使わ 

れる。 

ＥＰＩＲＢは設置許可が下りたときと、少なくとも年１回は製造会社の要求 

に従って発信試験を行わなくてはならない。 

艇体放棄のあとのサルベージなどをやりやすくするために、海難救助周      Ｍｕ０１ 

波数以外の周波数での位置通報送信装置（例えばアルゴスなど）の設置 

は重視されるべきである。 

４．２０  ライフラフト    

４．２０．１ライフラフトの構造 

ａ）乗員全員が乗ることのできるもので、以下の条件に適合すること         ＭｏＭｕ０１２ 

ｂ）下記の４．２０．１（b）ⅰとⅱの規定に適合させることを除き、SOLAS規則     ＭｏＭｕ０ 

に従ったものであること（ＬＳＡ規則１９９７第４章、出版ＩＭＯ参照） 

ⅰ）ライフラフトはＳＯＬＡＳ規定に従って建造されていても最低４人以上の 

収容能力を持たなくてはならない。ＳＯＬＡＳ仕様ライフラフトは最小６人 

用である 
ⅱ）ＳＯＬＡＳ仕様ライフラフトは、従来の硬質の移動式コンテナーの 

代わりに、その目的のために作られた区画に４．２０．２（ｂ）に従って 

収納されなければならない 

     ｃ）全てのライフラフトは、少なくともＳＯＬＡＳ“Ａ”パックを装備しなくては 

ならない 

     ｄ）全てのライフラフトはＳＯＬＡＳか本特別規定アペンディックスＡパート１     ＭｏＭｕ１２ 

あるいはパート２に適合しなくてはならない（アペンディックスＡパート２は 

別添されており、１／０３以降に製造されたライフラフトから適用される） 

ⅰ）ライフラフトはＳＯＬＡＳ規定にはＳＯＬＡＳ規定に従って建造されて      ＭｏＭｕ１２ 

いても最低４人以上の収容能力を持たなくてはならない。ＳＯＬＡＳ仕様 

ライフラフトは最小６人用である 
ⅱ）ＳＯＬＡＳ仕様ライフラフトは、従来の硬質の移動式コンテナーの 

代わりに、その目的のために作られた区画に４．２０．２（ｂ）に従って 
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収納されなければならない 

ⅲ）レースカテゴリー０以外のレースに使用されるＳＯＬＡＳ規定を満足      ＭｏＭｕ１２ 

したライフラフトはＡかＢのパックを装備しなくてはならない 

     ｅ）本特別規定アペンディックスＡパート１あるいはパート２によって製造 

されたライフラフトについて、ナショナルオーソリティーかレース委員会 

はその権限の範囲内で、床のはめ込み板の必要性の有無に関して、 

規定しなくてはならない。もし規定がない場合は床のはめ込み板は必 

要とみなされなくてはならない 

     ｆ）２００２年中にライフラフトを購入するオーナーは、そのライフラフトが使 

用される際にできるだけ速やかにアペンディックスＡパート２に適合する 

ことを強く推奨される 

４．２０．２ ライフラフトの格納   

      ライフラフトの格納に付いては以下のいずれかとする                ＭｏＭｕ０１２ 

     ａ）ワーキングデッキ上に置く 

     ｂ）ライフラフト専用につくられてた強固な収納区画あるいはコックピットに 

開口するかコックピットに隣接して開口する区画、あるいはトランサムに 

開口する区画でライフラフト収納専用に作られた区画で以下を満足する 

ⅰ）それぞれの格納庫は水密にできているか、自動排水できるもの（この 

自動排水区画はワーキングデッキ面より完全に上部にある場合を除き 

コックピット容積の一部として算定される） 

      ⅱ）格納庫のカバーは水圧がかかった状態でも容易に開けられること 

      ⅲ）格納庫はライフラフトの出し入れが素早く容易に行えるように設計され 

作られていること 

      ⅳ）６／０１以前に製造されたヨットでは、ライフラフトが手下げ式袋に収納 

してあり、重量が４０Kg以下の場合、ライフラフトはコンパニオンウェイ 

近くのデッキ下にしっかりと収納していてもよい 

      ⅴ）ライフラフトの格納庫は４．２０．２（ｂ）（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）に適合させるこ 

とを強く推奨する 

      ⅵ）重量４０Kgを超えるライフラフトは引きずるか滑らせるかして、特別な 

揚重装置を使わずに海に出せるような方法で格納されていること 

      ⅶ）ライフラフトがヨット内にあるときは、そのヨット側のもやい綱端部は船体 

の強固な部分に固定されていること 

      ⅷ）マルティハルヨットの場合は、ライフラフトの格納場所ははヨットが転覆      Ｍｕ０１２ 

状態にあるなしにかかわらず、引き出して使える場所であること 

４．２０．３ 持ち出す時間 

各ライフラフトは１５秒以内にライフラインのところまで持ち出すことができ      ＭｏＭｕ０１２ 

るか、水中に持ち出せること 

４．２０．４ ライフラフトの保守点検と検査 

      ａ）保守点検と検査証明書、あるいはそのコピーはヨットに保管しておくこと 

      ｂ）全てのＳＯＬＡＳ仕様のライフラフトは毎年更新される有効な証明書の 

最新のものか、製造会社か製造会社の保証するサービスステーションの 

発行する１年間有効な最新の検査証明書を持っていること 

      ｃ）特別規定アペンディックスＡパート１により製造されたライフラフトは毎年     ＭｏＭｕ１２ 

更新される有効な証明書の最新のものか、製造会社か製造会社の保証 

するサービスステーションの発行する１年間有効な最新の検査証明書を 

持っていること。 
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製造会社がＳＯＬＡＳ規定に基づかないとしたライフラフトは、毎年検査 

（パッケージを開梱する必要はない）を受け、ヨット内に製造会社か製造      ＭｏＭｕ１２ 

会社の保証するサービスステーションによる検査に合格したことを証する 

書類を所持しなくてはならない 

ｄ）特別規定アペンディックスＡパート２により製造されたライフラフトは毎年 

更新される有効な証明書の最新のものか、製造会社か製造会社の保証 

するサービスステーションの発行する１年間有効な最新の検査証明書を 

持っていること。 

ライフラフトが最初の供用から有効期限を延長して運用するための追加 

条件に合わせて工場で作られている場合は、製造工場が規定している 

最初の有効期限は３年を越えてはならず、２期目の有効期限は２年を越 

えてはならない。それに続く有効期限と、期限延長型以外のライフラフト 

の使用有効期限は１２ヶ月を越えてはならない。 

ｅ）仕様で定められた使用有効期限にもかかわらず、ライフラフトは丁寧な外 

観検査を年１回実施し、何らかの劣化の兆候を見つけた場合は製造会社 

か製造会社の保証するサービスステーションによる検査を受けることを強 

く推奨する。 

４．２１   グラブバッグ 

４．２1．１ グラブバッグ、ライフラフトを持たないマルチハルヨットの緊急備品入れ 

     ａ）ライフラフトを持たないマルチハルヨットは以下のものを防水格納庫に保管     Ｍｕ３４ 

するか、ヨットが通常の場合、転覆している場合にかかわらず取り出せるグラ 

ブバッグにラニヤードとクリップをつけ、以下の物を搭載すること 

     ｂ）すでに特別規定で搭載を義務付けられている物は二重に搭載しなくて良い     Ｍｏ３４ 

     ｃ）防水型の手持ち舶用ＶＨＦ送受信機とスペアーバッテリー                Ｍｕ３４ 

     ｄ）防水型の手持ちフラッシュライトとスペアーバッテリー、予備電球 

     ｅ）2個の赤色パラシュートフレアー、3個の赤色ハンドフレアー 

     ｆ）防水型のストロボライトとスペアーバッテリー 

     ｇ）ナイフ 

４．２１．２ ライフラフトに搭載するグラブバッグ 

     ａ）ライフラフトを備えるヨットはラニヤードとクリップをつけたグラブバッグの中に、  ＭｏＭｕ０１２ 

以下のものを搭載することを推奨する 

     ｂ）すでに特別規定で搭載を義務付けられている物は二重に搭載しなくて良い     

     ｃ）防水型の手持ち舶用ＶＨＦ送受信機とスペアーバッテリー 

     ｄ）防水型の手持ちフラッシュライトとスペアーバッテリー、予備電球 

     ｅ）2個の赤色パラシュートフレアー、3個の赤色ハンドフレアー、折り曲げ点灯型 

（ポッキリタイプ）のケミカルライトスティック 

ｆ）防水型の手持ちＧＰＳ 

ｇ）ＳＡＲＴ（Ｓearch and Ｒescue Ｔransponder Ｂeacon） 

ｈ）ドライスーツかサバイバルバッグ 

ｉ）ライフラフト用の二つ目のシーアンカー（推奨ＩＳＯ１７３３９、自在継ぎ手、 

直径９．５ｍｍ以上のロープ30ｍ以上） 

ｊ）2個の安全缶切り 

ｋ）４０６かタイプＥのＥＰＩＲＢ（ヨットで登録済みのもの） 

ｌ）ファーストエイドキット 

ｍ）水                                               

ｎ）信号鏡 
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ｏ）高エネルギー食 

ｑ）ナイロン紐、ポリエチレンの袋、船酔い止め錠剤                   ＭｏＭｕ０１２ 

ｒ）防水型の手持ち航空用ＶＨＦ送受信機（レースエリヤで必要な場合） 

４．２２  ライフブイ 

４．２２．１以下のものをヘルムスマンの手の届くところにおいておき、すぐ使えるように    ＃＃ 

しておくこと 

ａ） ドローグ付きのライフブイで自己点火灯がついているもの、もしくはドロ      

ーグ無しの自己点火灯がついているライフスリング  

      ｂ） （ａ）に加えてライフブイ１個に下記の内容を備えて、ヘルムスマンの手     ＭｏＭｕ０１２ 

の届くところにおいておき、すぐ使えるようにしておくこと 

       ⅰ）ホイッスル、ドローグ、自己点火灯 

       ⅱ）ポールおよび旗（ダンブイ）、ポールは延びたり縮んだりしないものか 

又は全自動で伸び切るもの（例えば圧縮ガスかスプリング式）で２０秒 

以内に使用可能となるもの。ダンブイは３m（１０ft）の浮くロープでライフ 

リングにつながれ、旗が１.８m（６ft）以上の高さでバランスを有するよう 

バラストを付けているもの 

４．２２．２ ２つ以上のライフブイを備えている場合、少なくとも１つはライフスリングで 

あるかもしくは永久的な浮力（フォーム等）を備えたものでなければならない。 

４．２２．３ 全ての膨張式ライフブイあるいは全自動式装置（例えば圧縮ガスで伸びる     ＃＃ 

ポールつきの旗）は製造工場の使用説明書に従って定期的に検査を行うこと 

４．２２．４ 全てのライフブイまたはライフスリングはマリングレードのレトロリフレクティブ 

材を取り付けてあること（4.1８参照） 

４．２３  信号焔 

４．２３．１信号焔は SOLAS ＬＳＡ規程第３章視覚信号に適合し、有効期限の刻印があ 

る場合はその期限を過ぎてはならず、当該刻印がない場合は４年を過ぎて使 

用してはならない 

                                         表１３－１       
赤色パラシュ

ートフレア 

 ＬＳＡⅲ３．１ 

赤色ハンド

フレア 

ＬＳＡⅲ３．２ 

白色ハンド

フレア 
橙色発煙信

号 
レースカテ

ゴリー 

６ ４ ４ ２ Ｍ０Ｍｕ０，１ 
４ ４ ４ ２ Ｍ０Ｍｕ２，３ 
 ４ ４ ２ Ｍ０４ 
２ ４ ４ ２ Ｍｕ４ 

     ※白色フレアーの仕様は色とカンデラ数を除いて SOLAS 規程３６に適合し   

       なくてはならない 
 
   上記に拘らずＪＳＡＦ－ＳＲにおいてはＭ０Ｍｕカテゴリー２，３，４は下表による 

                                      表１３－２        Ｍ０Ｍｕ２３４ 

信号 

紅炎 
小型船舶

用自己点

火灯 

小型船舶

用自己発

煙信号 

小型船舶

用火せん 
発煙浮 

信号 
レ ー ス カ

テゴリー 
備考 

２ １ １ ４ ２ Ｍ０Ｍｕ２ 近海セット 

１ １ １ ２ １ Ｍ０Ｍｕ３ 沿海セット 

２ ※ １ １ ２ １ Ｍ０Ｍｕ４ 限沿セット 

     ※小型船舶信号紅炎 小型船舶検査規定にかかわらず無線および携帯電話を有していても必要  
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４．２４  ヒービングライン  

ａ）長さが１５mー２５m（５０ftー７５ft）で、コックピットからすぐ使える位          ＃＃ 

置に置くこと 

      ｂ）スローイングソックタイプを推奨している。アペンディックスＤ参照 

４．２５  コックピットナイフ 

頑丈で鞘に入り、ラニヤードが付いた鋭いナイフが各々のコックピット         Ｍｕ０１２３ 

からすぐに届く場所にあること 

４．２６  ストーム、ヘビーウェザーセール 

４．２６．１ デザイン 

ａ）艇のオーナーはストームとヘビーウエザーセールの最も適切なサイ         ＃＃ 

ズの決定に関しその艇の設計者とセールメーカーに相談する事を強 

く推奨する。これらのセールは荒天下における艇の安全にかかわる 

問題であり、レースにおける勝ち負けの問題とは切り離すべきである。 

下記に示すセール面積の基準は最大値であり、その艇の固有な復元 

性やその他の艇の性能によって、より小さなセール面積がその艇によ 

り適合する事を認識すべきである 

４．２６．２ 目立つこと 

      ａ）ストームセールは外部から一番見分けやすい色（蛍光色ピンク、もしく 

はオレンジ、または黄色）の生地で作られるか、セールの両面に一番 

見分けやすい色のあて布をする事。トライスルの代わりに回転式のウィ 

ングマストが使われている場合は両面に一番見分けやすい色を貼る事 

４．２６．３  材料 

       ａ）ストームジブならびにトライスルにアロマティックポリアミド、カーボン、     ＭｏＭｕ０１２ 

もしくはそれに近い繊維は使用してはならない。スペクトラやダイニーマ                                  

またはそれに近い材料は許される 

       ｂ）ヘビーウエザージブについてアロマティックポリアミド、カーボン、もしく     ＃＃ 

はそれに近い繊維を使用しないことを推奨する、スペクトラとダイニー 

マは許可される。 

 

以下の装備がされている事 

４．２６．４  ストームセールヘビーウエザーセールをシーティングするデッキ上の適切 

な個所 

４．２６．５  ストームジブまたはヘビーウェザージブをステーに装着する頑丈な手段。 

これはラフグルーブ装置の一部であったり、ラフグルーブに装着する物で 

あってはならない 

４，２６，６  ストームトライスル 

ａ）ストームトライスルは（メインセールのラフ長さ）×（メインセールのフット長さ）   ＭｏＭｕ０１２ 

の数値の１７.５％以下の面積のストームトライスル１枚。これはブームがなくて 

も独立してシーティングが可能で、ヘッドボードまたはバテンがなく、使用 

目的に適合する強さがあること。ただしローテーティングウイングマストを 

持ちトライスルの代わりになる場合にはストームトライスルを持たなくても 

良い 

ｂ）セールナンバー及び文字はトライスルの両側に付けてあること、その字の     

大きさは出来る限り大きく表示する事。ロテーティングウイングマストの 

場合においてはウイングマストの両面に見やすい色でもって表示されてい 
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ること 

      ｃ）トライスルのトラックはトライスルを迅速に揚げられるものであることを強く     ＭｏＭｕ０１２ 

推奨する 

４．２６．７ ストームジブの面積はフォアトライアングルの高さの正方形の面積の5％ 

以下で、ラフがフォアートライアングルの高さの65％以下であること 

４．２６．８ ヘビーウエザージブの面積はフォアートライアングルの高さの正方形の面積    ＃＃ 

の13.5％以下で、リーフポイントがあってはならない。フォアーステイの無い 

ヨットでは適切なヘビーウエザーセールの装備があること 

４．２６．９ 上記４．２６．６のストームトライスル、もしくはラフの長さの40％以下までリー    ＭｏＭｕ３４ 

フできるメインセールリーフを備える事 

４．２７  ドローグとシーアンカー 

      ドローグ（スターンから展開する）もしくはシーアンカーまたはパラシュートアン    ＭｏＭｕ０１ 

カー（バウから展開する）を装備する事を強く推奨する（アペンディックスＦ参照） 

 

第５章 個人的装備品 

５．０１  ライフジャケット  

５．０１．１ 各乗員に１着づつの下記を満足するライフジャケットを用意する事           ＃＃ 

      ａ）ホイッスルを装備 

      ｂ）マリングレードのレトロリフレクティブ材（４．１８参照） 

ｃ）ハーネスの装着と両立できるもの 

ｄ）インフレータブルの場合は定期的に気密をチェックされているもの 

ｅ）ヨット名か着用者の名前がはっきりと書かれているもの 

５．０１．２ ライフジャケットについて以下のことを強く推奨する。 

      ａ）ライフジャケットにはＳＯＬＡＳ ＬＳＡ 規定２．２．３（水難救助器具 

コード）に従った白色、０．７５カンデラ以上、発光持続時間８時間以 

上のライトを装備 

      ｂ）１５０Ｎ以上の浮力を持ち、意識不明の人でも水面から約45度の角度 

で顔が上向きになる姿勢をしっかりと保てる構造となっているもの。 

        ＥＮ３９６に適合するか準拠している事 

      ｃ）腿紐または股紐を装備すること 

      ｄ）スプラッシュガード（EN394参照） 

５．０２   セーフティーハーネス及びセーフティーライン（テザー） 

５．０２．１ 艇にはクルー全員の、両端にスナップフックのついた2m以下のテザー       

のついたセーフティハーネスを搭載すること 

ａ）警告 単純なスナップフックを使用していると、フックに荷重がかかっ 

ている状態でＵボルトに９０度の角度でねじられるとＵボルトからフックが 

外れることがある。そのためにスナップフックには確実なロック装置を備 

えることを強く推奨する 

５．０２．２ 上記に加えて最低限30％以上のクルーは 

     ａ）１ｍ以下のセーフティライン（テザー）持つか                        

     ｂ）２ｍのセーフティライン（テザー）の中間にスナップフックのついたものを 

持たなければならない 

５．０２．３ １/０１以降に購入されたセーフティライン（テザー）については過重負担 

がかかりすぎた場合に色が変わる警告糸が縫いこまれたものを使用する 

こと。警告が出た場合には緊急に交換する事 

５．０２．４ クルー間のハーネスとライフジャケットには互換性があること 
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５．０２．５ 以下のことを強く推奨する 

      ａ）ハーネスとセーフティーラインはEN1095（ISO12401） を適用するか      ＃＃ 

準拠する事        

ｂ）ワークステイションでは固定個所にセーフティラインがしっかりと固定 

できること 

      ｃ）セーフティーハーネスは腿紐または股紐付きのもの 

      ｄ）着用者に磨耗とダメージをより気がつきやすくするために、ハーネス 

やセ―フティーラインの縫い糸について廻りの材料より、コントラストの 

強い色のものを使う事 

 ｅ）Ｕボルト型のクリップポイントにおいて簡単にはフックが外れないような  

スナップフックを使用すること（５．０２．１（ａ）参照）またスナップフック 

は過重がかかった場合においても胸の所で簡単に解除できるもので 

ある事（クルーメンバーは非常の場合に個人用ナイフでセーフティー 

ラインを切って逃げ出す必要の有ることを覚えておく事） 

      ｆ）クルーメンバーはレースの前にハーネスの調整を済ませ、レース終了 

まで維持する事 

５．０３  ミニフレアーあるいは個人用位置灯  

各乗員毎に２本の信号炎もしくは個人用位置灯（ＳＯＬＡＳもしくはストロ       ＭｏＭｕ０ 

ボ）を用意し、夜間デッキにいる乗員は一つを体に装着もしくは携帯す 

ること 

５．０４  荒天用衣料（オイルスキン） 

ａ）各乗員毎にフード付の荒天用衣料を配備                        ＭｏＭｕ０ 

ｂ）その荒天用衣料にはマリングレードの光を反射する材料で出来ており、      ＃＃ 

その上部と袖の部分には目立つ色をが使われていなければならない 

４．１８参照 

５．０５  ナイフ 

各乗員毎にナイフを配備                                    ＭｏＭｕ０ 

５．０６  防水型懐中電灯 

各乗員毎に防水型懐中電灯を配備 

５．０７  サバイバル用品  

５．０７．１各乗員毎に以下のものを含む１セットづつのサバイバル用品を配備 

      ａ）全身型保温スーツ（常時着用ＥＮ１９１３ー１、使い捨て用ＥＮ１９１３－２、 

さらにＬＳＡ条項Ⅱ章２．３に注意書きあり） 

      ｂ）パーソナル121.5MHｚ救難信号発信装置（ＰＬＢ）で艇のＤＦ方向探知機 

と共に使えるもの（3.２９．１（ｅ）参照） 

ｃ）マルチハルヨットで低体温症の可能性のある場合は乗員全員に全身型      Ｍｕ１２３４ 

保温スーツを用意することを強く推奨する 

 

 

第６章 トレーニング 

６．０１  艇長を含む最低限30％以上のクルーはレースのスタートの前5年以内の      ＭｏＭｕ０１ 

期間において、以下の項目の理論と実践上のトレーニングを完了してい 

なければならない。モデルトレーニングコースは特別規定アペンディック 

スＧに示される 

ａ）クルーメンバー全員が少なくとも５年間に１回は個人のサバイバルトレ      ＃＃ 

ーニングを受けることを強く推奨する 
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６．０１．２ 安全器具に関する注意事項と保守                             ＭｏＭｕ０１ 

６．０１．３  ライフラフト                                            ＭｏＭｕ０１ 

６．０１．４  ストームセール                                          

６．０１．５  火災予防と消火活動 

６．０１．６  損傷処理と修理 

６．０１．７  荒天航海のクルー手順、操船、ドローグの使い方 

６．０１．８  艇からの転落の防止策と救助 

６．０１．９  他の艇への援助供与 

６．０１．１０ 低体温症に対する知識 

６．０１．１１ 心肺蘇生法及び救急処置 

６．０１．１２ 捜索救難の体制 

６．０１．１３ 通信装置（ＶＨＦ、ＧＭＤＳＳ、サットコムなど）の使用法 

６．０１．１４ 天気予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アペンディックスＡ パート１  
    ヨットマンのライフラフトの最低基準（１／０３以前に購入したライフラフトに有効） 

      
アペンディックスＡはカテゴリー０のレースに使われるライフラフトには適用しない 

１／０３以降に購入したライフラフトに適用される最低基準に関しては別に印刷されている 

アペンディックスＡパート２を参照 

１．０ 一般仕様 

クルー全員をのせることのできるライフラフトは以下の要求を満たすこと 

ａ）収納場所はスペシャルレギュレーション４．２０．２参照。 

ｂ）海上で人命を救うことだけのために設計され、使用されるものでなくてはならない。 

ｃ）ライフラフトはいっぱいに膨張し、キャノピー（カバー）が真上になって浮いているときに海上で安定す

るような構造でなければならない。 

ｄ）ライフラフトの構造にはキャノピーも含まれる。ナショナルオーソリティーかレースノーティスで規定さ 

   れたときはキャノピーはライフラフトが膨張するときに自動的に正しい位置にセットされること。 

このキャノピーはラフトの乗員が外に晒されていることによる傷害を防ぐだけでなく、雨水を集める手

段が用意されていること。ライフラフトのカバーの色は特に目立つ色であること。 

ｅ）ライフラフトには舫い綱が装備されていなければならない。またライフラフトの外周にライフライン 

   が取付けられていなくてはならない。ライフラインはまたライフラフトの内周にも取付けられていな 

   くてはならない。 

ｆ）ライフラフトはもし逆さの位置で膨張しても一人で簡単に正しい位置に戻せなくてはならない。 

ｇ）ライフラフトの各出入り口には水中から上がることのできる効果的な手段が用意されていなくてはな 
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   らない。 

ｈ）ライフラフトは海上において出会うであろう激しい消耗にも耐えることのできるように作られた容器 

  または手下げ式袋に収納されていなくてはならない。ライフラフトは収納用の袋または容器に入ってい 

  る状態で浮かばなければならない。 

ｉ）ライフラフトの浮力は偶数個の分れた気室によって得られるようになっていなければならない。また 

  偶数個の気室のうちの半数で、支持面積の減少なしで全乗員分の浮力が得られなくてはならない。 

ｊ）膨張時におけるライフラフトの定員は次の２つの小さい方の値と同じでなくてはならない。 

 ⅰ）主浮力チューブ容積を立方メーターで計測した値を０．０９６で割って得られる最大整数（この場合は

支柱とスオート部を除く） 

 ⅱ）床面積を平方センチメーターで計測した数値を３７２０で割って得られる最大整数。（この場合はスオ 

   ―トを含む） 

ｋ）ライフラフトの床は防水でなければならない。ＮＡないしはレース公示で求められる場合は次のどちらか

の方法によって寒さから効果的に断熱されなければならない。 

 ⅰ）乗員が必要と望んだならば、１つまたはそれ以上の気室をじぶんで膨張させることによる方法  

   あるいは 自動的に膨張するが、乗員によってしぼますことも、再膨張さすこともできる１つまたはそれ

以上の気室を膨張させる方法または 

 ⅱ）同様に効果的な膨張によらない他の方法 

２．０ 備品 

ａ）少なくとも３０メートルの浮くロープがついた浮力のある救助用投げ輪 

ｂ）セーフティーナイフ１本とあか汲み１個 

ｃ）スポンジ２個 

ｄ）ライフラフトに恒久的に取付けられたシーアンカーかドローグ（もつれ防止ロープ着きＮＭＩ型を推奨） 

ｅ）パドル２本 

ｆ）浮力気室のパンク修理用具一式 

ｇ）空気ポンプまたはふいご１個 

ｈ）防水懐中電灯１個 

ｉ）ＳＯＬＡＳ３６による手持ち救難信号紅炎３本 

ｊ）ライフラフトの定員一人あたり６錠の適当な船酔止め薬 

k）プラスチックシートに記されたライフラフトで生き抜くための説明書 

ｌ）ライフラフトは乗員に有害でないガスによって膨張されなければならず、その膨張はひもを引っ張る 

  かまたは同様な単純で有効な方法で自動的に行なわれなければならない。また、空気ポンプかふいご 

  によってライフラフトの圧力を保つことができるようになっていること。 

３．０ ライフラフトへのマーキング 

３．１ ライフラフトのつぎの場所にヨット名、セールナンバーまたは識別記号をはっきり記すこと 

  ａ） キャノピー 

  ｂ） ボトム 

  ｃ） 収納袋か収納容器 

  ｄ） 証明書 

３．２ ライフラフトに記す数字と文字はできるだけ大きくし、色ははっきりと目立つ色であること。 

   すべてのラフトにはレトロリフレクティブ材（再帰性平行反射材）が張られていること。 
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アペンディックスＢ 

ＩＳＯおよび他の標準規格のガイド 

 
適用と今後の方針 

関連のあるＩＳＯ、ＣＥＮおよびＳＯＬＡＳ規格、その他の国際的に認知されている規格が特別規定に取り入

れられた場合、それらの変更は特別規定の委員会で見直され、特別規定に取り入れてゆく。 

重大な変更は可能であれば新しいヨットや装備にのみに適用する。 

ＩＳＯ 

ＩＳＯ、The International Ｏrganization for Ｓtandardization は国内標準規格団体（ＩＳＯ会員団体）の世

界的連合組織である。国際標準を準備する作業は通常ＩＳＯの技術委員会を通して行われる。技術委員会

の製作した原案に関心のある各々の会員団体はＩＳＯに説明をしてもらう権利がある。各国政府系の国際

組織およびＩＳＡＦを含む国際非政府組織はＩＳＯと連絡を保ちながらこの仕事に関与する。国際標準規格

は国内の標準化団体から入手することができる。 

ＩＳＯ基準 内容 特別規定 

１２２１７－２ スタビリティーと浮力の評価（モノハル） ３．０４．３ 

１２２１７－７ 同上              （マルチハル） ３．０５ 

１１８１２ コックピットの水密および急速排水 ３．０９ 

１５０８５ ライフライン、トランポリン、ネット、スタンシ

ョン、固定点 

３．１４、３．１５ 

８７２９ 舶用レーダーリフレクター ４．１０ 

９６５０ ライフラフト アペンディックスＡパート２ 

１２４０１ セーフティーハーネス ５．０２ 

１２２１５ ハルの構造標準―準備 ３．０３ 

 

ＣＥＮ 

ＣＥＮ標準規格（Ｎｏｒｍｓ）はＣＥＮ（Ｅuropean Ｃommittee for Ｓtandardization）によりヨーロッパで進めら

れ、ＥＮ（ヨーロッパ規格）として出版されＩＳＯと密接な関係にある。特別規定では下記の規格にふれてい

る。 

ＥＮ規格 内容 特別規定 

３９４，３９９ ライフジャケット付属品 ５．０１ 

３９６ ライフジャケット ５．０１ 

１０９５ セーフティーハーネス ５．０２ 

１９１３－１－３ 全身型保温スーツ ５．０７ 

 

ＡＢＳ 

外洋ヨットの等級付と建造のためのＡＢＳガイドーこのスカントリングガイド（構造標準）は、もとはＯＲＣとの

協力によりＡＢＳ（Ａmerican Ｂureau of Ｓhipping）により出版されたものである。以前のようなＡＢＳによ

る設計承認サービスは現在はなくなった。しかしこのガイドはＩＳＡＦ事務局から入手可能。設計者と建造者

は書類によりガイド（特別規定３．０３．１（ｂ）参照）に従ってヨットを設計し建造したことを明らかにしなくては

ならない。ＩＳＯ１２２１５（これは新しい特別規定につながっている）の策定作業は進行中である。 

 

ＲＣＤ 

ＲＣＤ（Ｒecreational Ｃraft Ｄirective）はいくつかの海事格付け協会を含む登録団体とＵＫのＲＹＡ（Ｒ

oyal Ｙachting Ａssociation）、アイルランドのＩＳＡ（Ｉrish Ｙachting Ａssociation）を含む団体を傘下にす
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るＥＣの権限により出版されている。そしてＲＣＤはヨットの構造標準を認可し、ＥＣ域内でそのヨットはＣＥ

マークを付けて販売することを許可されている（特別規定３．０３．１（ａ））。ＩＳＯ１２２１５（これは新しい特別

規定につながっている）の策定作業は進行中である。 

 

ＳＯＬＡＳ（Ｓafety of Ｌife Ａt Ｓea）条約はＩＭＯ（Ｉnternational Ｍaritime Ｏrganization）によって出版さ

れ、ＩＳＡＦはそこで評議員の立場にある。ＳＯＬＡＳ第三章、規定３．１０でＬＳＡ（Ｌife Ｓaving Ａppliances）

規定（別冊で出版されている）に言及しており、特別規定は以下のように関連表を作成している。 

ＬＳＡ規定 内容 特別規定 

第三章３．１ ３．２ ３．３ 信号焔 ４．２３ 

第二章２．２．３ ライフジャケットライト ５．０１ 

第四章４ ライフラフト ４．２０ 

第二章２．３ 全身保温スーツ ５．０７．１ 

第二章２．５ 体温維持方法 アペンディックスＡパート２ 

 

連絡先 

ＣＥＮ Ｃentral Ｓecretariat 

Rue de stassart 36 

B -1050 Ｂrussels 

Belgium  

 

ＩＳＯ Ｃentral Ｓecretariat 

1 rue de Ｖarembe 

Ｃase Ｐostale 56 

ＣＨ-1211 Ｇeneve 20 

Ｓwitzeland 

Email:central@isocs.iso.ch 

Web site www.iso.ch. 

Telephone ＋41 22 74901 11 

Fax ＋41 22 733 34 30 

 

ＩＭＯ Ｉnternational Ｍaritime Ｏrganization 

4 Ａlbert Ｅmbankment 

London ＥＣＩ ７ＳＲ 

Ｇreat Ｂritain 

Telephone ＋44 207 735 7611 
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アペンディックスＣ 
 
スタンダード インスペクション カード  １ページ（全２ページ中） 

このインスペクション カードは包括的なものではなく、レース運営組織によって利用してもらうためのガイ

ドに過ぎないことを理解すること。項目を必要に応じて補充すること。ヨットには、あらかじめこのカードを配

布すること。 

 

オーナーへ     ヨットを特別規定の条件に合わせて準備し、このカードにサインすること 

インスペクターへ 各項目にチェックマークを入れ、必要に応じて追加報告事項を記載し、オーナーにカー

ドを示した後、可及的速やかにレース委員会に返却すること。 

 

ヨット名                               セール番号 

当該レースにおける乗員数                  ライフラフトの定員 

 

重要： インスペクションは単にオーナーへのガイドとして行われるものであり、インスペクターは何らオー

ナーまたはオーナー代理の完全にして無制限な責任を制限したり、減少させるものではない。 

 

「私は特別規定と特に当該規定中の１．０２．１ １．０２．２１．０２．３にあるオーナーの責任に関してを読み、

理解し、ここにオーナーまたはオーナー代理であると宣言します。 

 

署名                                氏名 

日付 

 

（デッキの下） 

バースの上に以下を提示すること                             ＳＲ        チェック 

全てのセーフティーハーネスとライン 個数 ５．０２．１  

新しいハーネスラインの超過荷重表示彩色糸  ５．０２  

全てのエクストラハーネスライン 個数 ５．０２．２  

全てのライフジャケット 個数 ５．０１  

フォグフォーン  ４．０９  

懐中電灯と予備電池と予備電球  ４．０７．１（ｂ）  

ハイパワー懐中電灯と適切な予備品  ４．０７．１（ａ）  

リギンカッター  ４．１６  

ファーストエイドキットとマニュアル  ４．０８  

頑丈なバケツ２個  ３．２３  

消火器２個  ４．０５  

キールに載せたマストヒールは動き止めが着いている  ３．１２  

エンジンは恒久的に取り付けられ、しっかりとカバーされている  ３．２８．１  

ヘビーウェザージブ（装備されないリグの場合は除外）  ４．２６．８  

基本的安全備品の収納一覧表  ４．１２  

可動重量物は所定の位置にしっかりと止めてあるか  ２．０３．２  

 

さらに以下のことを示すこと 

の有効なライフラフトの証明書  （日付確認） 個数 ４．２０．４  

レーティング証書（オーナー証明の有無）  有効期限  
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レーダーリフレクターのデータ―書（１８インチの８面体でない

場合）１０㎡以上のＲＣＳ 

 ４．１  

海図（電子海図だけではないこと）  ４．１１  

 

ＡＢＳ認定の設計か、ＡＢＳに従っているという設計者の証明  ３．０３．１  

ＡＢＳに従っているという建造者の証明  ３．０３．１  

装備している４０６ＭＨｚイ―パブの製品番号 開局有無 ４．１９  

トレーニングを何人の乗員が受けているか  ６．０１  

 

（デッキ上） 

コンパニオンウエイハッチの締め切り固定装置  ３．０８．３（ｂ）  

ウォッシュボードの流れ止めの提示  ３．０８．４（ｂ）ⅱ  

ビルジポンプハンドルの流れ止めの表示  ３．２３．４  

ストームジブかヘビーウエザージブへのシートの常時装着  ４．２６．７  

トライスルへのシートの常時装着  ４．２６．９  

トライスルはメンスルをグルーブやトラックから外さずに使用可    

ラダーを使わない操舵装置はテスト済みか  ４．１５．１（ｂ）  

レーダーリフレクターは水面上４ｍで使用できるか  ４．１  

航海灯は予備も含めていつでも点灯試験ができるか  ３．２７  

コックピットロッカーは荒天に備えて締め切れるか  ３．０２．１  

デッキ上を前後左右にハーネスをクリップしたままで動けるか  ４．０４．２（Ｂ）ⅱ  

ライフラインはたるみがないか  ３．１４．２  

ジャックステイを装着を提示  ４．０４  

ワークステイションのハーネス固定点の数  ４．０４．２（ｂ） 

５．０２．５（ｂ） 

 

 

（落水者） 

前回の落水者救助訓練の場所と日時  ６．０１  

この艇で落水者救助訓練を何人の乗員に行っているか  ６．０１  

 

（信号焔） 

それぞれの信号焔を収納箱から出して提示  ４．２３  

赤色ハンドフレアーの数、全てＳＯＬＡＳ仕様か  ４．２３  

赤色パラシュートフレアーの数、全てＳＯＬＡＳ仕様か  ４．２３  

白色ハンドフレアーの数  ４．２３  

橙色発煙フレアーの数、全てＳＯＬＡＳ仕様か  ４．２３  

視覚障害者とした場合どのようにして信号焔を扱えるか  ４．２３  

 

（インスペクターからレース委員会への報告） 

私は上記のヨットを     年  月  日に              の場所でインスペクションを行いました。 

コメント 

 

 

 

インスペクター氏名                             署名                         
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アペンディックスＤ 
 

落水ークイックストップ 

クイックストップとライフスリング 
 
クルーが落水した場合、救出時間が最も重要なことである。救助システムが効果的であるためには、単純 

で、電撃的早さで行なわれることである。ＵＳセーリング海上安全委員会、ＵＳ海軍大学セーリング部会、 

クルージングクラブオブアメリカ技術委員会及びワシントン州シアトリセーリング財団は共同で広範囲に 

わたる調査と海上実験を指揮し、推し進めた。これらの共同作業の結果が落水者救助方法の「クイック・ 

ストップ」である。この方法は風上へ向かうことにより、素早くボートスピードの減速を行ない、その後 

遭難者の近くで適度のスピードでマニューバリングを行なうという点において、その優秀性が認められて 

いる。優れているのは、ほとんどの場合リーチングから切り上がりその後ジビングまたはタッキングそし 

て反対のコースに戻るという、ありきたりの手順で出来ることである。 

 

 

 

クイックストップ 
１．「落水！！」と叫ぶ。そして可能ならばクルーの一人 

  に水のなかの落水者をワッチさせる。ワッチ者は 

落水者から目を離してはならない。 

２． すぐに浮力の有るものを投げ込む。配置してある 

浮力材例えばコックピットのクッション、ヘルムスマン 

のすぐ手の届くところに常置してある巻いたＰＦＤ、ラ 

イフリング等である。これらのものは落水者が捕まる 

ためだけではなく、水の上に目じるしをバラ巻いてワ 

ッチ者が見失わないようにするためのものでもある。 

落水者救助用のポール（ダンブイ）を投げ込むのに 

要する時間はとても長い者である。 

このポールは最初のマニューバがうまく行かなかった 

場合に、落水者のいる位置を示してくれる。 

３．急いで艇を風上、さらにそれ以上に向ける。 

４．セールに裏風をいれて艇速をさらに落とす。 

５、 が艇の横方向になるまでヘッドセイルに裏風を入

れ続ける。 

６． このビームからブロードリーチのコースを安定して 

２～３艇身走ってからほぼデッドランにコースを変え 

る。 

７． メインセールが艇の中心かその近くにあるときにヘ 

ッドセールを降ろす。転回中もジブシートを緩めては 

いけない。ライフラインの内側にいれておくこと。 

８．落水者が艇の横になるまで下りのコースを維持する。 

９．ジャイブする 

１０．落水者に風に対して４５度から６０度で接近する。 

１１．ヒービングラインか他のものなどの確立された方法で落水者と連結すること。海軍大学はスローイ 

ングソックスという方法を使っている。それは７５フィートの軽いロープと、カポックバッグからなるも 
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ので、バックのなかにラインが収まっていて、投げられたらバッグに追随するので風の中でも投げること 

が出来る。 

１２．風上側で、効果的な救助を行なう。 

 

★ヨールとケッチ 

自艇のミズンセールを試してみること。海上実験をやっているときは、最も効果的だったのは、クイックスト

ップの過程の出来るだけ早く、都合の良いときに、ミズンを降ろしてしまうことであった。 

 

★エンジンの使用 

エンジンを使う必要はない、しかしエンジンをかけておくことはお薦めする、しかしクイックストップの過程で

はニュートラルにしておき、最終アプローチで必要になったときに使えばよい。 

 

★スピンネーカー 

同様な手順がスピンネーカーを使っている場合にも適応させて使うことが出来る。前述のインストラクショ

ンに従うこと。艇を風に立てて、ポールを素早くヘッドステイまで出し、スピンハリヤードを素早く降ろし、セ

ールをフォアデッキに集める。ターンはタックをしながら続け、落水者へのアプローチ方法を始める。 

 

ライフスリング（シアトルスリング） 
適正人数のクルーの時、及び小人数クルーの時 

たった二人でセーリングをしていて落水事故が起こったときは残りの一人だけでは、救助することは非常 

に困難である。もし落水者が怪我をした場合など、船の上に戻すことは殆ど不可能と言ってもよい。 

クイックストップはその手順の１箇所を変更すればシングルハンダーにも使える。それはシアトルスリン 

グという馬蹄形の浮器と持ち上げ用のスリングを兼ねたものを用いることである。シアトルスリングは艇 

の全長の３～４倍の浮くロープを付けて、艇に取付ける。もしクルーが落水したら、次の手順で行なう。 
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１．すぐに艇を風上に切り上げながら、クッションや他の浮くものを投げ込む。艇速を落とし、艇を止める。 

３． スターンパルピットにつり下げたシアトルスリングのバッグの蓋を開け、スリングを投げ込む。 

するとスリングは艇のスターンに追随しながら残りのロープが引き出されていく。 

３．いったん投げ込んだ後はスリングは艇のスターンに追随するので、艇を落水者の周りを大きく回るよ 

うにする。ジブは風に立った状態でも面倒を見ず、裏風が入ったままにしておくこと。これは回転半 

径を小さくする。 

４．スリングは艇が回転することによって内側へ行こうとするのでスリングとロープは落水者の手元へ届 

く。届いたら、落水者はスリングを頭の上から被り、腕の下にする。 

５．スリングが落水者の手元に行ったら再び艇を風に立て、ヘッドセイルを降ろし、メインセイルも急い 

で降ろす。 

６．艇がゆっくり風下に流される間にクルーはスリングを引き落水者を引き上げる。この段階ではコック 

ピットのウィンチも使える。引っ張ることは落水者が艇に届き、スリングにつるされるまで続けること。 

 

落水 
吊り上げ用リグ 

１．なるべくなら風上側の、ミッドシップからクォーターのクリートかウィンチが使えるところで、スリ 

ングについているロープで落水者を引き上げる。 

２．必要であればウィンチを使ってロープを引き、落水者の頭と肩を水面より上に出してクリートする。 

これで落水者は安全である。 

３．３ないし４パーツのテークルをメインまたはスピンハリヤードにつける。それを約１０フィートまた 

は落水者をライフラインの上まで持ち上げ

るのに必要な、あらかじめ決めた高さのど

ちらかをマーク 

しておき、そのマークまで引き上げハリヤー

ドをクリートする。 

４．下のテークルをスリングのＤリングを通

っているループにつける。 

５．テークルの端のロープをシートブロック

かデッキにつけたスナッチブロックを通して、

コックピット 

のウィンチまで持っていく。ウィンチを回し

て落水者を持ち上げる。 

このライフスリングを使うには少しだけ準備

をしておく必要がある。まず、使うハリヤー

ドをあらか 

じめ決めておき適当なマークをしておく。３

～４パーツのテークルを用意し、他の目的

には使わない 

ようにしておく。使うスナッチブロックを決め

ておき、最良の取付位置（多分マストの近

く）を決め 

マークしておく。ハリヤードで直接人を吊り

上げるのは動物的な力が必要であるが、こ

の装置を使え 

ばずっと楽に持ち上げることができる。 
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パーバックル装置 

この装置は特に低体温状態の負傷者を艇上に持ち上げるための代替装置である。 

Tri-buckleというパテントとして知られている。 

小さな穴のあいた強度のある三角形の材料の底辺をトーレールに固定し、頂点をハリヤードをから取った

ロープなどに結ぶ。人がのり出すか引きずるかして負傷者を三角形の中に横たえ、次にハリヤードを引い

て負傷者を回転させながらデッキ上に持ち上げる。この方法だと負傷者を基本的に水平に保っておけるの

で低体温の後ショックを最小限にできる。 
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アペンディックスＥ 

低体温 

低体温とはなにか？ 
冷たい空気や水にさらされる状況では体の芯の温度の低下を招く。死は脳や心臓の温度の極度の低下

による結果となって現れる。 

なぜ関係あるか？ 
温和な状況（Mild Condition）においてさえもクルーの能力を低下し高い代償につく事故の危険性が増大

する。低体温に対する適切な対処は悪い状況でも生き残る機会を多くする 

予防 
・暖かい衣服とライフジャケットとハーネスを身につけること。クルー全員に 

適切な荒天衣料のセットを装備すること。ドライスーツなら最高です。 

からだの全ての部分特に熱損失の大きい部分：頭、首、肘、両脇、股の部 

分について断熱すること、。暖かく、乾いている状態を保つ、しかし重ね着 

をして温度調整をして汗をかくことを避ける。 

・ワッチを度々交替する。 

・疲労から逃れるため十分な休息をとる。 

・食べたり飲んだりを通常に行う。アルコール飲料は取らない。 

・脱水症状を防止するため尿の色を見ること（色が急激に濃くなったらもっ 

 と水分を取ること） 

・船酔いを避ける。 

・乗組員個々の医療上の問題を考慮する。 

・落水者救助訓練を定期的に行う。 

・二人かそれ以上のＣＰＲ（心肺蘇生訓練）を受けたクルーが必要。 

冷たい水中でのサバイバル（７５°Ｆ、２５°Ｃ以下） 

・船にトラブルが起きたときは、もし装備していればサバイバルスーツか 

ドライスーツを着用する。 

 準備する。無線で救助を求め、自艇の位置、乗員の数、けが人の数、 

艇の状況を連絡する。視覚的な救難信号を出す。可能ならば船内に 

とどまる。沈没が避けられなくなるまで艇に残る。 

・船から外にでる場合はライフラフトを伸展し、EPIRBを発信する。グラブ 

バッグと視覚救難信号、防水型の携帯ＶＨＦを持ってラフトに乗り込む。 

ラフトに乗り込んだらできる限り水から出て濡れない状態を保つ。水中 

のほうが空気中よりも、２０倍も早く体温を奪うからである。問題がなけ 

ればできるだけ船の近くにとどまる。 

・もし水の中に入ってしまったら、乗員はかたまって船の近くにとどまる。 

これは誰もが発見しやすくすし、互いに励ますことができるためである。 

ラフトの中に入り、もし着用していればドライスーツやサバイバルスーツ 

は着続ける。 

・サバイバルスーツを着ていない場合でも、ライフジャケットを着けている 

ことを確認し、衣類や靴をできうる着続けて断熱と浮力のために利用す 

ること。頭部の保護に帽子をかぶり続ける。できるだけ素早く、ラフトや 

浮遊板や漂流物などに上がるか、入るかして体の全部または一部を水 

から出すこと。泳いだり、水中に出てゆくのは避ける、身体の表面を晒して

いる部分を最小にする。ライフジャケットの上にスプラッシュガードをかける

事は海水を飲んでしまうことを防止し、冷たい海水中に突っ込んだときに思わず出る喘ぎを防いでくれる。 
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段階的な 

低体温症の症状 
 

注 大部分の肉体的な症状は個人差がある。 

  体温の表示にも頼りすぎてはならない。最も信頼できる体

温表示は直腸体温計によるものである。（口中はすぐに温度

が下がってしまう） 

  通常体温が下がるにつれて症状が増加する 
 
 

 

 

 

 

 

MILD CONDITION（97-93°Ｆ，36-34°Ｃ） 
・身震いする。冷たい手と足 

・まだ敏活、自分でできる。 

・手足の無感覚。機敏さが失われぎこちなくなる。 

・冷たさによる痛み 

 

 

 
MODERATE CONDITION（93-90°F,34-３2°C） 
・上記と同じ。 

・混乱、時間感覚と推理力が無くなる。 

 

 

 
SEVERE CONDITION(90-82°F,32-28°C) 
・ふるえが少なくなるか止まる。 

・さらに推理力が無くなり、記憶の混乱、異常な行動。 

・遭難者は酔っぱらったようになり、動作はさらに 緩慢

に、不明瞭な発音になる。問題を否定し、助けを拒む。 

・自分自身でできない。 

・遭難者は半意識的から無意識になる。 

・筋肉の硬直が増大する。 

 

 

 

 
CRITICAL CONDITION(82°F,28°C以下） 
・無意識となる、死んだように見える。 

・息がかすかか全くしていないように見える。 

・脈動がゆっくりかすかになる、或いは全くわからない。 

・皮膚は冷たく青灰色となる。 

・硬直がひどい。 

低体温救急法 
 
すべての場合 
・遭難者を横にする 

・遭難者を乾いた区画へ移動し暖める 

・横にしたまま排尿をさせる 

・優しく扱う 

・濡れている衣服は脱がす。必要であれば切断する。 

・頭部、首、胸および股をゆるやかに暖める（あなたの 

皮膚が快いくらいの温度） お湯を入れた瓶や暖かい

濡れタオルなどを使う。 

・毛布か寝袋で体を覆う。頭部と首も含めて寒さから断 

熱するために。 

・無線で医者に報告する 

 

MILD CASE 
・最初に行うことはこれ以上の熱の損失を防ぐことと自 

の体力で 体温回復ができるようにすること。 

・暖かく甘い飲み物を与える。（ノンアルコール、ノンカフ

ェイン） 

・緩やかに暖める温源を体温を安定させるためか 

・あるいは汗をかく体温まで上昇させるために与える。 

・遭難者を横にしながら数時間は暖かく保つ。 

 

MODERATE CASE 
・上記と同様。 

・遭難者が完全に意識があって飲み込むことが困難で

ない場合 にはノンアルコール、ノンカフェインの暖か

い液体を一口飲ませる。 

・遭難者に医師の診察を受けさせる。 

 

SEVERE CASES 
・できるだけ早く、無線で医学的なアドバイスを受ける。 

・遭難者の補助をすることしかし遭難者の気に入らない

ことはやらない。乱暴な扱いは心臓停止や心室細動

を引き起こすかもしれない。 

・飲食料は与えない。 

・吐くかどうかを観察し、気道確保の準備をする。 

・遭難者が「私は大丈夫だからほうっておいてくれ」とい

っても無視すること。遭難者はとても大変な状態にあ

るので、観察し続けること。 

・遭難者を寝台に寝かせ、毛布などを挟み動かないよう

にし、足を高くし、安静を保つ。動かしてはいけない。 

・頭部、首、胸、股を外側から緩やかに暖める。体温が

下がらないようにするためである。しかし体温が急激

に上がらないようにする。 

 

CRITICAL CASES 

・あきらめてはいけない、遭難者はいつも復活するもの

である。 脈動を感じるのはとても難しいことである。 
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・細心の注意を持って優しく扱う 

・後頭部を持ち上げ、気道を確保する。息をしているか、 

・脈拍があるか１分間は観察し、耳を澄まし、感じること 

・もし脈拍や呼吸を感じたら、たとえどのようにそっとで

あろうと心肺蘇生を施してはいけない。その代わりに

細心の観察で生きている兆候を観察すること 

・体温を安定させることができるように、なにかの温源例

えば他のクルーの裸の胸と遭難者の背中を密着させ

ることによるような方法で暖める。（足はほうっておく） 

・もし１、２分間呼吸や脈動が無かったら、急いで心肺蘇

生術を開始すること。生死にかかわらず遭難者が体

温を取り戻すまで決してあきらめない 

・医学的な援助が絶対に必要である。入院が必要。 

 

 

 

                                          

警告 

・SEVEREな低体温およびCRITICALな低体温の場合最初の救急法は体温を安定させるために熱を 

加えることである。 

熱いシャワーや風呂などで急激に暖めることは取り返しがつかないことになりかねない。少なくとも 

よけいに複雑化させる。遭難者が自分自身でゆっくり体温回復するようにすること。 

・体温回復の過程においては皮膚の温度と体の芯の温度とにはずれがある。遭難者が見かけは回復し、

医学的な援助 を受けた後でもさらに遭難者を保護し続けること。完全に通常体温まで回復するには 

とても長い時間がかかる。 

・落水した状況で遭難者が１０～１５分間以上水中にいた場合は低体温が現れると考えられる。 

・遭難者はまた溺れた状態になっているかもしれない、だから酸素が必要。吐くかどうかよく観察すること。 

・ヘリコプターによる救助の時はローターが巻き起こす下降気流の寒風から頭も含めて遭難者を保護する 

こと。 
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                   アペンディックス F 

      荒天の荒波に打ち勝つ為のドローグの使用について 

 

ライフラフトにおけるドローグについて 
 最近のほとんど全てのライフラフトはNational Maritime Institute(現在のBritish Marine Technology)とそ

の協力者によって開発された特別のドローグを搭載するのが普通である。このドローグは前の型よりかなり

大型で、多孔性の材質を使い、ラインはもつれ防止が加えてある。ライフラフトの大型のバラストポケットと

共に使用すれば、転覆に対し効果的である。アイスランドにおけるテストでは荒れ狂った海域においても持 

ちこたえられる事を証明している。二次的な機能として漂流を最小限に押さえる事が出来る。使用している

ラフトがこのNMIタイプのドローグを搭載可能かどうかはそのライフラフトメーカーに問い合わせされたい。 

 

ヨットにおけるドローグの使用について 
 荒天の荒波に対するヨットの転覆防止にドローグがどのくらい役に立つかについてサザンプトン大学の

Wolfson研究グループはRORCへ報告書を出している。（報告書のコピーとビデオテープはRORCから入手

できる） 

船尾から流したドローグはヨットの船尾を引っ張り、艇体のスピードを落とし、船尾を前に引っ張られるよう

にする働きをする。 

Wolfsonモデルのテストにおいてはこの姿勢はヨットが凌波することによって横方向への回転とロールオー

バーを防ぐ事を証明している。ドローグかシーアンカーはＳＲ４．２７で推奨されている。 

 スターンからのドローグの展開は船尾からの波の打ち込みを避けられないため全ての開口は確実に閉め

られるようになっていなければならない。 

 この点に関し、ＳＲでは例えばヨットは「ヨットは頑強で、水密構造に出来ていること、特にキャビン本体は

打ち込む水の圧力とノックダウンの圧力に打ち勝てるよう建造されていなければならない」と要求している。

コンパニオンウエイを閉鎖するハッチボードとウオッシュボードは恒久的な何かの方法でー例えばラニヤ

ード、などで固定されていなければならない。もしこのような基本的に重要な部材が流失もしくは破壊され

た場合には船尾から打ち込む海水で艇は見る間に水船になってしまうであろう。 

 コックピットロッカーのハッチも特別な注意が必要である。時によるとそれらは大きすぎ、ロッカーはハル

の内部に直接つながっている。これらはヨット全体の水密構造にとって重要であり、強固に閉じられるように

なっている事が大切である。多く使われている簡易型のラッチは充分とは言えず、海においては南京錠型

の物が良い。ハッチのヒンジやラッチの留め金具は螺子（ネジ）式ではなく、貫通型のボルトを使用すべき

である。ロッカーの蓋やハッチにとって完璧なシール（水密）が大切である。 

 ＵＫの運輸省は船舶に使われるライフラフト及びライフボート用のドローグの規格を決めている、それ 

はヨットにも適用できるものでありセールメーカーでも製造できるものである。ドローグの口の径はヨットの

LWLの10％から15％範囲内であるべきである。他の部分の寸法はこれの比例により計算されたい。 

 

ドローグのラインについて 
 目安としてLOAの10倍の長さを使うと良い、そして波の周期で調整出来ると良い。材料としては三つ編 

みナイロンーアンカーロープが良い。 

 

ドローグのエンドに使う重りについて 

 ドローグは充分水中に沈んでいる事が重要である、理想的には水面下10メーターぐらい沈める、重さとし 

て２０Kg位が良い。重りとして、ロープとドローグの間に１０ｍチェーンをいれることも一つの方法である。 

 

 ドローグの展開について 
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 艇を転覆させないためにはドローグが常に十分な張力で艇を引っ張り、艇が横方向に進路をそらさない

ようにする事である。その為にドローグが船尾から来る2番目から3番目の波の中にあるように調整する

と良い。2本のドローグを並べて使うのも、片方のドローグが波浪中に転がったときにラインが緩む危険

を回避する良い方法である。 

 

艇への固定 
シートウインチなどの強力な個所に固定する 

 

ロープの面倒を見る 
 定期的にロープの位置をずらす事も、擦り切れを防止する為に大切である。擦り切れ防止用にナイロン 

スリーブをフェアーリーダーに通す事等も考える。 

 

他のドローグ装備について 
 Jordanと呼ばれる連続型のドローグは長いロープにダクロン材料で出来た小型の円錐コーンを複数定間

隔にロープに縫い付けられていて、コーンの先端は常に後方を向くようになっている。優れている点は、

もし一つが波頭によって緩んだとしても、残りのコーンが艇を引っ張る構造になっていることである。 

 パラシュートもしくはパラアンカーはパラシュートの形状をしているシーアンカーである。展開の仕方はド 

ローグと似ているものの、形状はもっと大きく、船首から展開するように設計されている。直径18フィート

位が35－50フィートのヨットに対して適当と言われている。パラーアンカーはドローグの様にチェーンを

付けて使用するのが良い。パラーアンカーは特に一部のマルチハルの権威たちに推奨されている。 

 

  
 

 


